
徳
川
家
光
花
押
文
書
の
研
究
~、

、h圃〆

藤

井

譲

z台

は
じ
め
に

江
戸
幕
宥
三
代
将
軍
徳
川
家
光
が
発
給
し
た
文
書
に
は
、
花
押
を
据
え
た
も
の
と
印
判
を
据
え
た
も
の
が
あ
り
、
家
光
発
給
文
書
を
総
合
的
に

研
究
す
る
た
め
に
は
、
両
者
を
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
c

本
論
文
で
は
、

そ
の
第
一
段
階
と
し
て
花
押
が
据
え
ら
れ
た
文
書
を
中
心
に
分
析
し
、

朱
印
状
・
黒
印
状
の
よ
う
な
印
判
状
お
よ
び
そ
れ
ら
と
花
押
の
据
え
ら
れ
た
文
書
と
の
関
係
に
つ
い
て
辻
、
第
二
段
階
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。

花
押
が
据
え
ら
れ
た
家
光
文
書
に
は
、
年
号
を
記
し
た
も
の
と
、
無
年
号
の
も
の
と
が
あ
る
。
前
者
は
、
領
知
宛
行
状
や
禅
宗
増
へ
の
公
帖
と

が
主
な
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
多
く
は
、
御
内
書
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
そ
の
過
半
は
端
午
・
重
揚
・
歳
暮
等
の
議
礼
的
な
も
の
で
あ
る
。
残
さ

れ
た
家
光
文
書
の
多
く
は
こ
の
御
内
書
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
、
江
戸
幕
府
の
将
軍
が
発
給
し
た
文
書
の
研
究
と
し
て
は
、
中
村
孝
也
氏
の
徳
川
家
康
文
書
を
対
象
と
し
た
研
究
、
そ
れ
を
補
足
さ

れ
た
徳
川
義
宣
氏
の
研
究
な
ど
が
あ
る
が
、
家
光
の
発
給
し
た
文
書
に
つ
い
て
の
専
論
は
な
い
。
関
係
す
る
も
の
と
し
て
高
橋
修
氏
の
「
近
世
に

於
け
る
御
内
書
に
つ
い
て
の
研
究
」
が
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
蜂
須
賀
家
文
書
中
の
徳
川
秀
忠
・
家
光
の
御
内
書
を
軸
に
料
紙
、
契
機
と
到
来
物
、



敬
語
使
用
、
発
給
担
当
者
、
書
止
、
差
出
、
宛
名
に
つ
い
て
分
析
し
、
豊
臣
政
権
な
か
で
も
秀
頼
政
権
と
比
較
し
、
徳
川
政
権
の
大
名
編
成
の
特

質
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
諸
点
に
つ
い
て
は
、
評
価
・
批
判
と
も
に
、
家
光
文
書
に
関
わ
る
限
り
で
行
論
中
で
触
れ
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
江
戸
幕
府
の
御
内
書
に
つ
い
て
は
、
徳
川
家
網
以
降
を
扱
っ
た
上
野
秀
治
氏
の
「
江
戸
幕
府
御
内
書
の
基
礎
的
研
究
L

が
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
家
光
が
発
給
し
た
無
年
号
の
文
書
の
年
代
を
確
定
な
い
し
推
定
す
る
こ
と
を
第
一
の
課
題
と
し
、
同
時
に
こ
れ
ま
で
御
内
書
な

ど
内
容
か
ら
は
年
代
を
推
定
し
が
た
い
と
さ
れ
放
量
さ
れ
て
き
た
文
書
の
年
代
を
推
定
す
る
た
め
の
新
た
な
手
法
を
提
示
し
た
い
。
確
定
・
推
定

作
業
に
あ
た
っ
て
は
受
取
者
の
居
所
と
家
光
の
花
押
の
変
遷
に
特
に
注
目
す
る
。
第
二
に
、
年
代
を
確
定
・
推
定
を
し
た
う
え
で
、
こ
の
時
期
幕

府
の
書
札
札
の
あ
り
方
、
特
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
幕
藩
制
に
お
け
る
領
主
階
級
の
秩
序
の
一
端
を
描
く
こ
と
を
課
題
と
す

る
。
さ
ら
に
年
代
が
確
定
な
い
し
推
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
新
た
な
史
実
に
も
言
及
し
た
い
。

第
一
章

酒
井
備
後
守
・
青
山
伯
香
守
が
奉
者
で
あ
る
御
内
書

は
じ
め
に

家
光
の
御
内
書
の
奉
者
に
は
、
酒
井
備
後
守
忠
利
・
青
山
伯
警
守
忠
俊
の
二
人
を
奉
者
と
す
る
も
の
、
酒
井
雅
楽
頭
忠
世
、
土
井
大
炊
頭
利
勝
、

酒
井
讃
岐
守
忠
勝
を
奉
者
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
本
章
で
は
、
御
内
書
の
奉
者
が
、
酒
井
傭
後
守
・
青
山
伯
香
守
で
あ
る
も
の
を
分
析
し
て
い
く
。

一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

(

忠

利

)

(

忠

俊

)

為
歳
暮
祝
儀
、
小
袖
三
到
来
、
喜
悦
候
、
猶
酒
井
憶
後
守
・
青
山
伯
者
守
可
串
候
、
謹
言
、



潟
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内主
記塑家
殿光

(
花
押
)

こ
の
家
光
御
内
書
は
、
後
述
す
る
ご
と
く
家
光
の
名
乗
、
閏
月
、
宛
名
の
「
細
川
内
記
」
か
ら
元
和
六
年
(
一
六
二

O
)
の
も
の
で
あ
る
。
文

末
に
「
酒
井
備
後
守
・
青
山
信
者
守
可
申
侯
」
と
あ
る
「
酒
井
信
後
守
・
青
山
伯
者
守
L

を
本
稿
で
は
奉
者
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
が
奉
者
で
あ
る
御
内
書
を
最
初
に
選
ん
だ
理
由
は
、
青
山
忠
俊
が
元
和
九
年
十
月
以
前
に
家
光
付
年
寄
の
地
位
を
離
れ
、

ま
た
酒
井
忠
世
は
元
和
九
年
、
土
井
利
勝
は
寛
永
九
年
(
一
六
三
二
)
ま
で
は
徳
川
秀
忠
付
の
年
寄
で
あ
り
、
酒
井
忠
勝
も
元
和
九
年
以
降
に
家

光
付
年
寄
と
な
っ
て
お
り
、
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
後
の
両
者
が
奉
者
で
あ
る
御
内
書
が
よ
り
古
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

第
一
節

年
代
確
定
・
推
定
の
前
提

家
光
の
名
乗

「
家
・
光
」
の
名
乗
が
最
初
に
み
え
る
史
料
は
、
元
和
六
年
(
一
六
二

O
)
正
月
五
日
付
の
従
三
位
の
位
記
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
光

は
こ
の
時
点
で
は
な
お
家
光
を
名
乗
っ
て
い
な
い
。

『
本
光
国
師
日
記
』
元
和
六
年
九
月
五
日
条
に
、

(
土
井
科
勝
)
(
本
多
正
純
)
(
安
藤
重
信
)

御
域
へ
被
為
召
、
出
仕
、
大
炊
殿
・
上
野
殿
・
対
馬
殿
御
奏
者
に
て
御
対
面
、

(
律
問
家
元
)
(
徳
川
忠
長
)

若
君
様
・
御
国
様
御
名
乗
、

字
切
可
申
上
自
被

仰
出

家
志

如
此
引
合
一
重
ニ
か
き
、
上
包
メ
上
候
、

公
之
字

忠
長

如
上
、



四

章
之
字

(
阿
部
正
次
)
(
広
橋
兼
勝
・
三
条
酉
実
条
)

右
御
意
ニ
入
、
則
書
付
阿
錆
州
へ
渡
侯
語
、
伝
奏
衆
へ
被
為
見
候
様
ニ
と
錦
誌
候
、

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
元
和
六
年
九
月
五
日
に
崇
伝
は
、
秀
忠
に
対
面
し
、
「
若
君
様
・
御
国
様
」
の
名
乗
の
文
字
を
選
ぶ
こ
と
を
命
じ
ら
れ
、
「
若

君
様
」
に
は
「
家
忠
」
、
「
御
酉
様
」
に
は
「
忠
長
」
を
選
び
引
合
紙
に
記
し
て
進
上
し
た
と
こ
ろ
、
秀
忠
の
「
御
意
」
に
か
な
い
、
そ
の
書
付
が

阿
部
正
次
を
経
て
、
当
時
家
光
・
忠
長
の
任
官
の
た
め
に
江
戸
に
下
向
し
て
い
た
武
家
伝
奏
広
橋
兼
勝
と
三
条
西
実
条
と
に
伝
え
ら
れ
た
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
時
点
で
は
「
家
光
」
の
名
乗
は
ど
こ
に
も
み
ら
れ
な
い
。

「
(
家
光
」
の
名
乗
は
、
翌
六
日
に
決
定
す
る
。
『
本
光
国
師
日
記
』
同
日
条
に
、

方さ

御
域
御
年
寄
衆
対
談
、
先
日
之
若
君
様
御
名
乗
、
花
山
ノ
一
冗
桓
ニ
有
之
由
、
伝
奏
衆
被
申
上
由
也
、
則
御
名
乗
七
ツ
書
付
、
字
切
ヲ
見

テ
掛
御
自
候
、
家
光
、
詞
之
字
ニ
切
ル
、
御
意
ニ
入
、
期
童
日
付
ル
、
大
高
一
重
二
ツ
折
ニ
メ
書
之
、

と
あ
り
、
五
百
に
選
ん
だ
「
家
忠
」
の
名
が
公
家
の
花
山
誌
の
元
祖
の
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
不
都
合
と
さ
れ
、
こ
の
日
改
め
て
「
家
光
」
が
選
ば

れ
、
秀
忠
も
そ
れ
を
了
承
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
家
光
が
「
家
光
」
を
名
乗
る
の
は
こ
の
九
月
六
日
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。

「
家
光
」
を
名
乗
り
姶
め
る
の
が
元
和
六
年
九
月
六
日
以
降
で
あ
る
こ
と
が
、
家
光
文
書
の
年
代
確
定
の
た
め
の
第
一
の
前
提
と
な
る
。
い
い

か
え
れ
ば
、
元
和
六
年
九
月
六
日
以
前
に
は
「
家
光
」
の
名
が
記
さ
れ
た
文
書
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

奉
者
酒
井
錆
後
守
と
青
山
伯
香
守

大
半
の
御
内
書
に
は
、
文
末
に
奉
者
が
記
さ
れ
て
い
る
。
家
光
の
御
内
書
に
お
い
て
は
、
酒
井
備
後
守
忠
利
と
青
山
信
者
守
忠
俊
、
酒
井
雅
楽

頭
忠
世
、
土
井
大
炊
頭
利
勝
、
酒
井
讃
岐
守
忠
勝
が
み
ら
れ
、
内
容
や
閏
丹
な
ど
で
年
代
確
定
が
容
易
に
お
こ
な
え
る
も
の
を
年
代
願
に
並
べ
る

と
、
奉
者
は
お
お
よ
そ
酒
井
忠
利
と
青
山
忠
俊
↓
酒
井
忠
世
↓
土
井
利
勝
↓
酒
井
忠
勝
の
願
に
変
遷
し
て
い
る
。



そ
こ
で
本
節
で
は
、
ま
ず
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
ら
が
奉
者
と
な
る
時
点
と
彼
等
か
ら
酒
井
忠
世
へ
と
奉
者
が
交
替
す
る
時
期
を
ま
ず
確
定
す

(

忠

科

)

(

清

次

)

(

忠

俊

)

る
こ
と
に
す
る
c
酒
井
忠
利
と
青
山
忠
俊
の
二
人
辻
、
「
元
和
年
録
」
元
和
二
年
五
月
二
十
九
日
条
に
「
酒
井
備
後
守
・
内
藤
若
狭
守
・
青
山
信
誉
守
、

(
徳
川
家
元
)

若
君
様
へ
御
樹
被
或
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
和
二
年
五
丹
二
十
九
日
に
家
光
付
の
年
寄
と
な
っ
た
。
「
元
和
年
録
」
は
編
纂
史
料
で
あ
り
、
そ
の

記
述
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
に
は
不
安
が
残
る
が
、
同
年
六
月
十
一
日
付
の
細
川
忠
興
宛
の
崇
伝
書
状
に
「
若
君
様
へ
御
守
ニ
酒
井
備
後
殿
・
青

(
伯
脱
)

出
番
穀
・
内
藤
若
狭
殻
被
為
付
由
侯
」
と
あ
り
、
信
頼
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
内
藤
清
次
は
、
翌
元
和
三
年
七
月
一
日
に
死
去
し
、
家
光
を

名
乗
る
時
期
に
は
年
寄
の
一
員
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

青
山
忠
俊
が
家
光
の
年
寄
を
辞
任
す
る
時
期
は
、
聾
岩
を
命
じ
ら
れ
た
元
和
九
年
十
月
十
九
日
で
あ
る
。
酒
井
忠
利
は
、
『
本
光
国
師
日
記
』

(

酒

井

忠

世

)

(

酒

井

忠

勝

)

元
和
九
年
六
月
時
E
条
に
「
江
戸
，
L
六
兵
ヘ
上
ル
、
雅
楽
殻
・
犠
後
殿
・
結
香
穀
・
讃
岐
殿
国
人
之
連
署
、
六
ノ
廿
日
之
日
付
ニ
再
来
ル
、
御
使

(
家
充
)

大
納
言
様
へ
二
一
一
口
上
、
御
機
嫌
能
と
申
来
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
和
九
年
六
月
二
十
日
時
点
で
は
青
出
忠
後
と
と
も
に
家
光
付
年
寄
の
地

之
通

位
に
あ
る
が
、
元
和
十
年
一
丹
九
日
以
降
の
家
光
付
年
寄
連
署
奉
書
に
は
み
ら
れ
ず
、
元
和
九
年
末
ご
ろ
に
は
年
寄
の
地
位
を
離
れ
た
よ
う
で
あ

る。
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
の
こ
う
し
た
動
き
と
、
残
さ
れ
た
御
内
書
に
は
例
外
な
く
酒
井
忠
利
と
青
山
忠
俊
の
名
が
連
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
か

ら
、
両
者
が
と
も
に
奉
者
で
あ
る
可
能
性
は
、
元
和
九
年
十
月
十
九
日
以
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

つ
ぎ
に
、
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
に
替
っ
て
奉
者
と
な
る
酒
井
忠
世
の
動
き
を
検
討
す
る
。
酒
井
忠
世
は
、
慶
長
十
年
(
一
六

O
五
)
以
降
、

秀
忠
付
年
寄
で
あ
っ
た
が
、
家
光
の
将
軍
宣
下
を
前
に
し
て
、
家
光
に
付
け
ら
れ
、
そ
の
筆
頭
年
寄
と
な
る
c

そ
の
時
期
を
、
『
東
武
実
録
』
、

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
は
と
も
に
元
和
九
年
二
足
と
す
る
が
、
元
和
九
年
四
月
二
十
三
日
付
佐
竹
義
隆
書
状
に
、

(

忠

世

)

(

正

次

)

(

康

長

)

(

康

勝

)

一
括
製
前
夜
へ
御
人
分
被
成
候
、
酒
井
雅
楽
殿
・
阿
部
備
中
殿
・
松
平
丹
波
殿
・
伊
丹
喜
之
分
殿
、
な
と
、
先
咋
日

保
出
ニ
て
御
付
被
成
候
、

今
ヨ
又
被
仰
出
侯
て
付
可
申
侯
由
、
何
も
今
朝
御
物
か
た
れ
/
ニ
て
侯
、
左
様
ニ
侯
ヘ
者
、

御
上
洛
被
成

還
御
侯
ハ
¥
大
か
た
江
戸

五
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ノ、

之
御
域
渡
御
申
可
被
成
と
風
間
ニ
て
候
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
式
に
忠
世
が
家
光
付
年
寄
と
な
っ
た
の
は
、
元
和
九
年
四
月
二
十
二
日
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
四
月
二
十
二
日
に
忠
世
が
家
光
付
筆
頭
年
寄
と
な
り
、
以
降
御
内
書
の
奉
者
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
時
点
で
は
な
お

酒
井
忠
利
も
青
山
忠
俊
も
家
光
付
年
寄
の
地
位
に
あ
り
、
御
内
書
の
奉
者
で
あ
存
続
け
た
可
詑
性
は
残
さ
れ
る
。
そ
の
点
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

次
に
あ
げ
る
御
内
書
誌
、
紀
州
藩
主
徳
川
頼
宣
に
宛
て
ら
れ
た
家
光
の
御
内
書
で
あ
る
。

(
忠
世
)

就
今
度
上
洛
之
儀
、
使
者
殊
羅
紗
三
十
関
贈
給
候
、
懇
意
之
段
、
誠
欣
悦
之
至
候
、
猶
酒
井
雅
楽
頭
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

六
月
十
八
日

家
光
御
書
判

紀
伊

(
笹
川
頼
宣
)

中
納
言
殿

年
代
確
定
の
前
提
1
の
家
光
の
名
乗
と
「
六
月
十
八
日
」
と
い
う
日
付
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
七
年
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
徳
川
頼
宣
が

元
和
三
年
七
月
に
中
納
言
に
任
官
し
寛
、
水
三
年
八
月
十
九
日
に
大
納
言
に
昇
進
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
寛
永
三
年
以
訴
の
も
の
と
な
る
。
本
文
に

「
今
度
上
洛
之
議
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
元
和
七
年
か
ら
寛
永
三
年
の
関
に
家
光
が
上
洛
し
た
の
は
元
和
九
年
と
寛
永
三
年
の
二
回
あ

り
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
九
年
か
寛
永
三
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
と
な
る
。
家
光
の
上
洛
日
時
は
、
一
冗
和
九
年
は
六
月
二
十
八
日
江
戸
発
、

七
月
十
三
日
京
都
着
、
寛
永
三
年
は
七
月
十
二
日
江
戸
発
、
八
月
二
日
京
都
着
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
、
書
止
文
言
の
「
恐
々
謹
二
一
一
口
」
に
注
目
し
よ
う
。
紀
州
徳
川
頼
宣
に
出
さ
れ
た
歴
代
将
軍
の
御
内
書
の
写
を
収
め
た
「
権
現
様
台
徳
院

様
大
猷
読
様
御
内
書
写
」
に
は
、
頼
宣
が
中
納
言
で
あ
り
、
酒
井
忠
世
が
奉
者
で
あ
る
歳
暮
の
祝
儀
に
関
す
る
梅
内
書
が
三
通
書
き
留
め
ら
れ
て

い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
忠
世
が
家
光
付
年
寄
と
な
る
の
は
一
冗
和
九
年
で
あ
与
、
頼
宣
が
中
納
言
か
ら
大
納
言
に
昇
進
す
る
の
は
寛
永
三
年
八

月
十
九

E
で
あ
る
こ
と
と
か
ら
、
こ
の
三
通
の
御
内
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
元
和
九
年
・
寛
永
元
年
・
寛
永
二
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
と
な
る
。



そ
こ
で
、
こ
の
三
通
の
御
内
書
の
書
止
文
言
を
み
る
と
い
ず
れ
も

J
哩
一
一
一
口
」
と
あ
り
、
先
の
六
月
十
八
日
付
の
御
内
書
の
「
恐
々
謹
呈
一
口
」
に
比
し

て
薄
礼
と
な
っ
て
い
る
。
元
和
九
年
か
ら
寛
永
三
年
八
月
の
関
に
受
取
人
で
あ
る
頼
宣
の
地
位
に
は
変
化
は
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
差
出
人
で
あ

る
家
光
は
、
元
和
九
年
七
丹
二
十
七

E
に
将
軍
宣
下
を
受
け
る
と
と
も
に
正
二
位
内
大
臣
に
昇
進
し
て
お
り
、
こ
の
家
光
の
地
位
の
上
昇
が
「
恐
々

謹
言
」
か
ら
「
謹
言
」

へ
と
い
う
書
札
の
薄
札
化
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
六
月
十
八
日
付
の
梅
内
書
は
家
光
の
地
位
の
上
昇

す
る
将
軍
襲
職
以
前
の
も
の
、
す
な
わ
ち
元
和
九
年
の
も
の
と
な
る
。

こ
の
御
内
書
が
元
和
九
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
元
和
九
年
六
月
十
八
日
ま
で
に
は
、
家
光
の
調
内
書
の
奉
者

は
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
の
二
人
か
ら
酒
井
忠
世
へ
と
交
替
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
、

さ
ら
に
、
忠
世
が
家
光
付
と
な
っ
た
四
月
二
十
二
日

か
ら
こ
の
御
内
書
の
出
さ
れ
た
六
月
十
八
日
ま
で
の
間
の
家
光
付
年
寄
衆
の
動
向
を
辿
る
限
り
、
交
替
の
契
機
を
忠
世
が
家
光
付
年
寄
と
な
っ
た

時
以
外
に
求
め
る
こ
と
は
国
難
で
あ
り
、
四
月
二
十
二
日
以
降
、
家
元
御
内
書
の
奉
者
は
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
か
ら
酒
井
忠
世
に
交
替
し
た
と

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
諸
点
を
路
ま
え
れ
ば
、
酒
井
忠
利
・
青
出
忠
俊
が
奉
者
で
あ
る
家
光
の
御
内
書
は
、
元
和
六
年
九
月
六
日
以
蜂
、
元
和
九
年
四
月
二
十

一
一
日
以
前
の
も
の
と
な
る
。
こ
れ
が
、
家
光
文
書
の
年
代
確
定
の
た
め
の
第
二
の
前
提
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
前
提
に
つ
い
て
は
、
以
降
の
論
述

に
お
い
て
も
婦
納
的
に
論
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

年
代
確
定
作
業
の
第
一
階
梯

年
代
確
定
作
業
の
第
一
階
梯
と
し
て
、
内
容
・
宛
名
等
に
よ
っ
て
年
代
を
確
定
な
い
し
推
定
で
き
る
も
の
を
と
り
あ
げ
る
。
な
お
、
元
和
六
年

(
一
六
二

O
)
九
月
よ
り
元
和
九
年
四
月
ま
で
の
家
光
発
給
文
書
に
は
年
号
を
記
し
た
も
の
は
管
見
の
限
り
で
は
み
ら
れ
な
い
。

七



Ji、

絹
川
家
文
書
の
家
光
御
内
書

細
川
家
文
書
に
は
五
四
通
の
家
光
の
御
内
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
奉
者
が
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
で
あ
る

も
の
は
四
通
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
細
川
内
記
」
宛
の
も
の
で
あ
る
。
前
提
の
1
・
2
の
時
期
、
す
な
わ
ち
元
和
六
年
(
一
六
二

O
)
か

ら
元
和
九
年
ま
で
の
時
期
に
「
細
川
内
記
」
を
称
す
る
の
は
細
川
忠
利
を
お
い
て
他
に
な
い
。
組
川
忠
利
が
内
記
を
称
す
る
の
は
、
慶
長
五
年
(
一

六
O
O
)
八
足
二
十
自
以
降
、
越
中
守
に
任
官
し
御
礼
登
城
す
る
元
和
八
年
十
二
月
二
十
三
百
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
四
通

の
御
内
書
は
、
元
和
六
年
以
蜂
元
和
八
年
以
前
の
も
の
と
な
る
。

四
通
の
う
ち
二
通
が
歳
暮
の
祝
犠
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
内
の
一
通
(
細
川
4
)

に
は
「
潤
十
二
丹
せ
四
ヨ
」
と
あ
る
。
元
和
六
年
か
ら
元

和
八
年
の
関
で
関
月
の
あ
る
年
は
一
疋
和
六
年
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
細
川
4
は
、
元
和
六
年
の
も
の
と
確
定
す
る
。
歳
暮
の
祝
儀
に
関
す
る
御

内
書
が
一
年
に
二
度
出
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
十
二
月
二
十
四
日
付
の
細
川
3
の
御
内
書
は
、
忠
利
の
越
中
守
任
官
が
元
和
八
年

十
二
月
二
十
三
日
以
前
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
元
和
七
年
の
も
の
と
な
る
。

六
月
七
日
付
の
細
川
ー
は
、
文
頭
に
「
就
其
許
下
着
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
、
少
々
煩
演
と
な
る
が
、
ま
ず
細
川
忠
利
の
元
和
六
年
か
ら
元
和
九

細
川
家
史
料
』
に
注
記
さ
れ
て
お
り
、
概
ね
問
題

年
ま
で
の
居
所
と
行
動
を
確
定
し
よ
う
。
忠
利
の
居
所
に
つ
い
て
は
、
『
大
日
本
近
世
史
料

は
な
い
が
、
元
和
六
年
か
ら
元
和
九
年
に
か
け
て
は
若
干
不
備
が
あ
る
の
で
補
足
し
、
現
在
分
る
限
り
で
確
定
し
て
お
く
。

忠
利
は
、
元
和
五
年
四
丹
二
十
八

E
豊
前
中
津
を
出
て
、
五
月
四
日
に
京
都
に
着
き
、
し
ば
ら
く
京
都
に
滞
在
し
た
あ
と
、
少
な
く
と
も
十
月

に
は
江
戸
に
い
る
。
元
和
六
年
正
月
を
江
戸
で
迎
え
、
同
年
十
一
月
二
十
八
百
に
暇
を
得
て
江
戸
を
発
ち
、
国
十
二
月
七
百
付
の
志
利
宛
細
川
忠

(

津

田

秀

政

)

;

(

勝

重

・

重

宗

)

輿
書
状
に
「
去
月
十
五
日
吉
田
(
京
都
)
へ
参
著
、
女
御
様
へ
御
礼
之
議
、
津
輿
庵
江
談
合
之
上
、
進
物
己
下
板
倉
殿
父
子
差
図
二
部
御
礼
梧
済
、

被
下
之
由
」
と
あ
る
よ
う
に
、
十
二
月
十
五
百
に
京
都
に
差
き
、
間
も
な
く
豊
前
中
津
に
帰
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
間
十
二
月
十
二
日
付
の
江



表 1 家光花押文書 1 (所蔵部〉

番号 月 自 書出し 末 名乗 原 奉者 宛名 出典

緬 1 6 7 就其許下着為音信湯椎 謹 家元 房、 矯佑 細川内記廷 細川家文書

i緬 2 11 13 就鷹野時分道糧事着綿 言董 家克 原 情イ白 細111内記主主 堀川家文書

結 3 12 24 為歳暮祝儀小袖二到来 言重 家元 原 備桔 結J111今記廷 細川家文書

縮 4 {⑫ 24 為歳暮祝犠小袖三到来 謹 家光 原 橋信 細川内記程 細川家文書

毛 1 1 23 為年頭之祝儀使者殊太 ZdtRJU ， 家元 原 錆f岳 幻者 毛利家文書

毛 2 5 2 為端午祝儀雑子五内単 工.1凡与、 家光 原 情f白 宗瑞 毛郡家文書

毛 3 5 2 為端午之祝議雄子五内 Z，t凡j' 家主 原 構伯 幻者 毛和家文書

毛 4 9 5 為重揚祝儀小袖一重被 Z，tR与、a 家光 原 情佑 幻者 毛利家文書

毛 5 9 7 為重揚之祝議小袖 a 重 I，tRJU e 家光 原 備{吉 幻曜 毛利家文書

毛 6 12 23 為歳暮之祝儀小袖一重 万atJUL 家光 原 情{色 幻窓 毛利家文書

毛 7 @ 25 為歳暮之祝議小袖一重 :;{}，与、a 家光 原 情佑 宗瑞 毛利家文書

毛 8 1 12 為年頭之祝議使者殊太 言重 家光 原 備伯 松平長門守忍 毛軒家文書

毛 9 5 2 為端午之祝犠雄子拾之 言重 家光 原 情{自 訟手長門守是正 毛科家文書

毛10 7 1 為音信使者殊道服五到 言重 家光 原 備位 松平長門守廷 毛科家文書

毛11 9 5 為重陽説儀小袖五到来 言霊 家光 原 備位 松手長門守是正 毛利家文書

毛12 9 7 I，f.?，重陽之佳兆小袖五到 言董 家光 原 備f白 松平長門守忽 毛科家文書

毛1312 23 為議暮之祝犠小袖五到 謹 家光 原 備伯 松平長門守紅 毛科家文書

蜂 1 2 18 為年頭之祝犠小袖=:井 也 家光 原 備柏 蓬安 蜂須賀家文書

蜂 2 7 112 就下国為音信鰹ー籍到 也 家光 原 儲イ自 蜂庵 蜂須実家文書|

虫筆 3 5 2 為端午之祝犠雄子一単 也 家光 原 構伯 〈阿渡〉松平千松攻 蜂須費家文書

軽 4 5 2 為端午祝儀椎子コ之内 也 家光 原 備f色 松平千松1J... 蜂須賀家文書 l

聾 5 9 4 為重陽祝儀小撞=歪IJ来 也 家光 原 備1a松平イ由松1J... 蜂須賀家文書

軽 6 9 5 為重陽之祝犠小袖二到 也 家光 原 備f白 松手千松衣 蜂須賀家文書

蜂 7 12 24 為議暮祝儀小袖三到来 也 家光 原 儲伯 松平千松1J... 蜂須賀家文書

蜂 s12 24 為歳暮祝儀小袖コ到来 也 家光 東 備f白 松平千松とのへ 蜂須賀家文書

蜂 9 ⑫ 25 為議暮之祝犠小袖三弼 也 家光 原 備f白 松平千松長 蜂須賀家文書

上 1 9 3 為重陽祝犠小謡=被梧 万~ 家光 原 備f白 く米沢〉中納言忽 上杉家文書

上 2 ⑫ 22 為議暮祝犠小檎二被樟 エ.1礼:" 家光 原 構f白 〈米沢〉中納言紅 上杉家文書

九
立 I 5 I 為端午祝犠雑子=之内 謹 家光 原 備伯 立在左近忍 立花文書

立 2 12 21 於居本就越年使者殊小 也 家光 原 犠f白 立花左近攻 立花文書

立 3 12 24 為義暮祝儀づ、被=到来 長重 家光 原 備伯 立花左近丞忽 立花文書

島 1 1 112 為年頭之祝犠使者殊太 エ.1凡与、 家光 震 儀伯 護摩宰梧忍 島津家文書

島 2 5 2 為端午之祝犠維子五内 務~ 家光 車 鏡f白 護摩宰担忍 島津家文書

島 3 5 123 為音信沈香五斤被贈之 Z，a凡j' 家光 京 嶺イ白 〈薩摩〉宰相廷 島津家文書

島 4 12 23 (需欠) エ.t:，凡、 家光 原 〈薩摩〉宰相互 島津家文書

島 5 12 24 為議暮説犠小袖五被贈 ;z己L、 家光 震 欝f白 〈護摩〉宰朝廷 島津家文書



相P1 3 20 家のへい;まうのこさす 也 家光 原 ナシ やきゅう又右禽門 梼生文書

相p2 3 21 新詮流兵法不残相伝喜 t主 家光 京 ナシ 榔生又右寄門とのへ 椋生文書

松 1 5 3 為端午視犠雄子三之内 也 ナシ 影 構f自 松平主殿頭とのへ 松平千代子氏

松 2 12 24 為議暮祝犠小袖二到来 t包 ナシ 影 備f自 松平主毅頭とのへ 松平千代子氏

中 1 9 7 為重揚祝議小袖三到来 世 ナシ 震 情f自 中川内膳正とのへ 中J11家文書

中 2 12 27 為歳暮祝議小袖二到来 世 ナシ 京 情伯 中JII内繕正とのへ 中JII家文書

揺 1 9 4 為重揚祝議小被二到来 謹 家光 影 儒伯 臼杵侍従紅 稲葉文書

穏 2 12 24 為歳暮祝犠小袖一重到 謹 家光 葦2備伯 く臼杵〉侍従忍 稲葉文書

方[]1 3 29 為音信小捨五井国之酒 也 ナシ 華3傭伯 加藤式部少轄長 水口加藤文書

主[]2 6 3 為音信道後酒五樟鰹節 t包 ナシ 豪5億f自 加藤式部少轄とのへ 水口加藤文書

宗 1 12 18 為音信鵠二国之鯨到来 也 家光 京 備伯 宗対馬守友 大阪青山短期

大学所蔵文書

法 1 5 30 為音f言奈長濯二樟串施 也 家光 京 備イ岳 松平新太部夜 池E家文庫

本 1 9 5 為重揚祝犠小捨三到来 言董 家光 景3情f白 松平宮内少輔廷 本法寺文書

妙 1 2 29 恒例祈祷之札井僚三筋 也 ナシ 震 備恰 く鞍馬〉妙寿院 鞍罵寺文書

妙 2 4 15 恒例祈祷札井{棄コ筋flj 也 ナシ 東 備f白 〈鞍馬〉妙寿註 鞍罵寺文書

徳 1 1 10 為年頭之祝儀費者殊太 !t:.ニ晶L、家光 写 備伯 〈紀伊〉中納言殿 御内書写

徳、 2 1 12 為年頭之祝議太刀一腰 ~乙晶L、家光 写 犠f自 〈紀伊〉中納言殿 御内書写

智、 3 2 4 為使者被差越松平久太 五，之~、家光 写 億伯 く紀伊〉中納言殿 調内書写

徳 4 5 2 為端午之貌議雄子単物 方~、家光 写 備伯 〈紀伊〉中納言殿 御内書写

徳 5 5 3 為端午之祝儀峰子五之 刀，t:，屯、家光 写 錆f白 く紀伊〉中納言殿 f卸内書写

徳 6 6 16 為御音信便者殊奈良j酉 刃，t:もb 家光 写 備f岳 く紀伊〉中納言殿 御内書写

徳 7 7 6 為七夕之祝儀黄金十再 刀，t:もρ 家光 写 儲f岳 く紀伊〉中納言殿 調内書写

態 8 7 7 為生見玉祝議黄金拾両 刃，じZ昼L、家光 写 備イ白 く紀伊〉中執言穀 御内書写

態 9 7 27 就愛許相移候早々使者 B，z:Zρ L 家光 写 備f白 く紀伊〉中納言穀 御内書写

響、10 9 7 為見廻使者殊奈長j酉二 !t:.ニ晶L、家光 写 儲f自 〈紀伊〉中納言毅 調内書写

籍、11 9 7 為重揚之視語小袖二重 王A尺S~ 家光 写 備伯 〈紀伊〉中納言殿 調内書写

徳、12 9 8 為重揚祝犠小袖二重贈 Z， 己凡ρ 家光 写 備f自 〈紀伊〉中納言殿 御内書写

寵1310 11 今度所労之由禁心元御 万atJUL 家光 写 井上 〈紀伊〉中納言毅 調内書写

種、1411 25 奈良新酒崩樟贈給之祝 万，aJML 家光 写 僑伯 〈紀伊〉中納言穀 御内書写

徳、1512 23 為歳暮之祝議小袖二重 !~ 家光 写 億伯 く紀伊〉中納言殿 御内書写

徳1612 24 為歳暮貌犠小諮二重贈 B，zJM L 家光 写 備伯 く紀伊〉中納言殿 調内書写

徳17⑫ 16 鷹之鵠贈給之被入御念 B，ZJFL 、家光 写 備f白 く紀伊〉中納言殿 調内書写

徳18⑫ 26 為歳暮視犠小袖二重贈 万~ 家光 写 億伯 〈紀伊〉中納言殿 御内書写

i主.⑫は間12月のこと O

止の概は、文末の書止文言のことで、「恐j は「恐々謹言」、「謹」は「謹言」の略記。

原の構の、下京」は原本、「影」は影写本、「写J は写本の略記。

奉者の構の「積伯」はj雲井備後守忠利・青山佑香守忠稜の略記。

宛名の横のく〉辻、脇付であることを示す。

O 



戸
幕
府
年
寄
連
署
奉
書
が
中
津
に
届
き
、
父
忠
興
の
急
病
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
見
廻
の
た
め
の
江
戸
下
向
が
命
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、

(
忠
興
)

忠
利
は
、
同
月
二
十
一
日
に
中
津
を
発
っ
た
。
江
戸
着
は
、
『
梅
津
政
景
日
記
』
一
疋
和
七
年
正
月
十
八
日
条
に
「
去
月
廿
七
日
ニ
細
川
越
中
殿
御

(
組
問
忠
和
)

煩
ニ
付
被
遣
侯
御
飛
脚
罷
帰
候
、
御
状
之
御
返
事
ハ
内
記
殿

4
被
遣
候
、
其
様
子
ハ
、
越
中
殿
御
煩
ニ
付
、
得
国
本
4
当
一
六
百
ニ
江
戸
ヘ
御
着
之

由
、
司
八
日
之
御
状
也
L

と
あ
る
よ
う
に
、
元
和
七
年
正
月
六
日
に
江
戸
に
着
き
、
同
七
日
江
戸
域
に
登
城
し
た
。

(
上
井
利
勝
)
(
井
上
正
就
)
(
永
井
尚
政
)

忠
利
は
、
元
和
七
年
三
月
十
一
日
忠
利
宛
忠
興
書
状
に
「
明
日
は
大
炊
殿
・
主
計
殿
・
信
濃
殿
数
奇
ニ
語
御
出
候
、
依
鉢
其
方
よ
び
出
事
も
可

在
之
侯
問
、
よ
そ
へ
の
先
約
侯
と
も
、
被
違
候
て
此
方
へ
可
被
来
侯
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
三
月
十
二
日
ま
で
は
江
戸
に
い
る
。

(
忠
興
)

忠
利
が
、
江
戸
を
離
れ
た
日
は
明
確
で
は
な
い
が
、
在
京
す
る
公
家
土
御
門
泰
重
の
日
記
一
疋
和
七
年
四
月
十
四
日
条
に
「
朝
飯
ニ
堀
川
三
斎
へ

(
忠
利
)

参
候
、
飯
後
罷
婦
さ
ま
に
河
内
記
見
廻
申
候
」
と
あ
り
、
忠
利
も
父
忠
興
と
と
も
に
こ
の
時
点
に
は
江
戸
を
離
れ
京
都
に
あ
っ
た
。
忠
興
が
寛
永

四
年
十
一
月
二
十
二
日
に
江
戸
を
発
ち
十
二
月
二
日
に
京
都
に
着
い
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
か
ら
京
都
ま
で
は
約
一

O
日
か
か
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
忠
利
が
江
戸
を
離
れ
た
日
は
三
月
末
日
か
四
月
の
ご
く
初
旬
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、
京
都
を
い
つ
発
っ
た
か
は
明
確
で
は

な
い
が
、
『
東
武
実
録
』
元
和
七
年
五
月
三
日
条
に
「
細
川
内
記
忠
利
孟
コ
休
暇
ヲ
賜
ワ
、
領
国
下
著
ニ
依
一
ア
、
御
礼
ト
シ
テ
、
使
者
を
以
テ
、

腕
脹
五
ヲ
獣
ス
、
是
ニ
依
一
ア
、
奉
書
ヲ
忠
利
ニ
賜
ル
」
と
あ
る
記
事
を
「
奉
書
」
の
出
さ
れ
た
時
と
解
す
れ
ば
、
四
足
中
に
は
中
津
に
着
い
た
も

の
と
推
定
さ
れ
る
。

忠
利
は
、
同
年
六
月
二
十
三
日
に
父
と
替
っ
て
中
津
域
か
ら
小
倉
域
に
移
り
、
同
年
十
一
月
小
倉
を
出
て
、
十
二
月
十
七
日
付
忠
輿
宛
披
露
状

に
「
十
二
月
十
四
日
ニ
、
無
事
ニ
江
戸
ヘ
罷
著
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
、
十
二
月
十
西
日
に
江
戸
に
着
い
た
。
翌
元
和
八
年
は
一
年
を
通
し
て
江
戸

に
お
り
、
同
年
十
二
月
二
十
三
日
に
越
中
守
に
任
官
し
登
城
し
て
い
る
。

一
冗
和
九
年
は
、
秀
忠
・
家
光
の
上
洛
に
先
立
ち
京
都
に
行
く
が
、
五
月
三
日
付
の
忠
利
宛
忠
興
書
状
に
よ
れ
ば
忠
興
・
忠
利
と
も
に
江
戸
に
な

お
い
る
。
し
か
し
六
月
一
日
付
忠
興
宛
忠
利
披
露
状
に
「
為
御
見
廻
依
飛
持
申
上
候
(
中
略
)
締
紙
面
御
上
洛
奉
待
候
、
上
方
相
易
犠
も
無
御
座
侯
」



と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
日
ま
で
に
忠
利
は
京
都
に
着
い
て
い
る
。
そ
し
て
閏
八
月
一
日
に
は
京
都
を
発
ち
、
国
元
小
倉
に
帰
り
、
越
年
し
て
い
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
忠
利
の
居
所
か
ら
す
れ
ば
、
忠
利
は
元
和
六
年
・
八
年
と
も
に
七
月
に
は
江
戸
に
お
り
、
七
月
十
二
日
付
の
細
川
1
の
「
就

其
許
下
着
」
を
満
た
す
年
は
、
元
和
七
年
を
お
い
て
勉
に
は
な
く
、
細
川
I
の
御
内
書
は
元
和
七
年
の
も
の
と
な
る
。

毛
利
家
文
書
の
家
光
御
内
書

毛
利
家
文
書
に
は
八
七
通
の
家
光
御
内
書
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
奉
者
が
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
で
あ
る
も
の
は
、
宗

瑞
H
幻
窓
(
毛
利
輝
一
疋
)
宛
の
も
の
が
七
通
、
毛
利
秀
就
宛
の
も
の
が
六
通
あ
る
。

毛
利
家
文
書
の
う
ち
間
十
二
月
二
十
五
日
付
の
宗
瑞
宛
の
調
内
書
(
毛
利
7
)
辻
、
前
提
1
・

2
よ
り
元
和
六
年
(
一
六
二

O
)
か
ら
元
和
八

年
の
あ
い
だ
の
も
の
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
間
に
間
十
二
月
の
あ
る
の
は
元
和
六
年
に
授
ら
れ
る
こ
と
か
ら
元
和
六
年
の
も
の
と
確
定
す
る
。

毛
利
輝
元
宛
の
端
午
の
祝
儀
に
関
す
る
御
内
書
は
二
通
残
さ
れ
て
い
る
が
、
前
提
の
1
・

2
か
ら
、
一
冗
和
七
年
か
元
和
八
年
の
い
ず
れ
か
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
二
通
の
う
ち
一
通
は
「
宗
環
」
宛
、
他
の
一
通
は
「
幻
庵
」
宛
で
あ
る
。
輝
一
疋
が
幻
庵
宗
瑞
を
名
乗
る
の
は
、
関
か
原
の
戦
い

の
直
後
の
憂
長
五
年
(
一
六
O
O
)
十
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
輝
元
は
、
日
常
的
に
辻
宗
瑞
を
硬
い
幻
走
を
慢
用
す
る
例
法
極
め
て
少
な

い
が
、
家
光
の
御
内
書
を
み
る
か
ぎ
り
宗
瑞
宛
の
も
の
よ
り
幻
庵
宛
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
く
、

い
ず
れ
か
の
時
点
で
御
内
書
に
お
け
る
呼
称
が

四
月
二
十
七
日
に
萩
に
お
い
て
死
去
す
る
が
、
そ
の
折
に
将
軍
家
光
か
ら
毛
和
秀

就
に
出
さ
れ
た
五
月
十
九
呂
付
の
御
内
書
に
は
「
幻
庵
遠
行
之
由
、
驚
思
召
候
」
と
あ
り
「
幻
庵
」
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
家
光
が

将
軍
と
な
っ
て
以
降
の
家
光
の
輝
元
宛
の
御
内
書
は
い
ず
れ
も
「
幻
毒
」
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
光
の
御
内
書
に
お
け
る
輝
元
の
呼

変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
輝
元
は
寛
永
二
年
(
一
六
二
五
)

称
は
「
告
示
瑞
」
か
ら
「
幻
庵
L

へ
と
変
遷
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
二
通
の
五
月
二
日
付
の
御
内
書
は
元
和
七
年
か
元
和
八
年
い

ず
れ
か
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
古
い
呼
称
で
あ
る
「
宗
瑞
」
宛
の
も
の
が
元
和
七
年
の
も
の
、
そ
の
後
の
呼
称
で
あ
る
「
幻
庵
」
宛
の



も
の
が
元
和
八
年
の
も
の
と
な
る
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
花
押
の
変
遷
か
ら
も
、
宗
瑞
宛
の
毛
利
2
の
花
押
が
幻
庵
宛
の
毛
利
3
に
先
行
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

毛
利
刊
の
御
内
書
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

(

忠

利

)

(

忠

俊

)

為
音
信
、
使
者
、
殊
道
服
五
到
来
、
喜
悦
候
、
猶
酒
井
慌
後
守
・
青
山
伯
香
守
可
申
候
、
謹
言
、

七
月
期
日

(
毛
郡
秀
就
)

松
平
長
門
守
殿

家
光

(
花
押
)

こ
の
御
内
書
は
、
前
提
1
・
2
か
ら
元
和
七
年
か
八
年
の
い
ず
れ
か
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
秀
就
の
居
所
を
検
討
す
る
と
、
『
本
光
国
師

(
毛
利
秀
毅
)

日
記
』
元
和
六
年
十
一
月
六
日
条
(
崇
伝
在
江
戸
)
に
「
松
平
長
門
殿
九
月
せ
九
日
之
状
来
ル
、
真
作
持
参
也
、
近
日
可
罷
下
侯
問
、
面
上
ニ
可

得
御
意
と
の
書
中
也
」
と
あ
る
よ
う
に
九
丹
二
十
九
日
の
時
点
で
は
在
国
で
あ
る
が
、
近
く
江
戸
へ
「
罷
下
」
る
と
報
じ
て
い
る
。
秀
就
が
い
つ

(
江
戸
)

江
戸
に
参
勤
し
た
か
は
い
ま
の
と
こ
ろ
確
定
で
き
な
い
が
、
元
和
七
年
二
月
七
日
付
秀
就
・
秀
元
宛
宗
瑞
書
状
に
「
其
地
火
事
之
様
子
、
鑓
ニ
相

関
候
」
と
あ
り
、
元
和
七
年
正
月
二
十
四

E
の
尾
張
藩
邸
か
ら
出
た
火
事
の
と
き
に
は
江
戸
に
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
つ
い
で
右
筆
建
部
伝

内
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
「
江
戸
幕
府
朱
黒
印
内
書
留
」
に
は
、
元
和
七
年
の
部
分
に
、

(
利
勝
)

就
至
国
一
冗
下
着
、
使
者
、
殊
矯
珍
舟
巻
到
来
、
喜
覚
候
、
猶
土
井
大
炊
助
可
述
侯
也
、

七
松主月
平翌二
長iZ5
門)

守
と
(J) 
J¥  

の
秀
忠
の
御
内
書
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。
文
頭
に
、
「
就
至
毘
元
下
著
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
秀
就
は
元
和
七
年
七
月
二
日
よ
り
以
前
に
江

戸
か
ら
帰
国
し
て
い
る
。
『
本
光
国
師
日
記
』
一
克
和
八
年
二
月
十
一
自
条
(
崇
伝
在
江
戸
)
に
は
「
松
平
長
門
殿
ぷ
使
者
来
ル
、
正
月
五
日
之
状

来
ル
、
甫
都
諸
自
大
聖
一
一
つ
来
、
国
本
，
ro
之
使
者
ハ
演
、
京
ニ
居
候
由
也
、
当
地
ニ
居
候
小
玉
与
左
衛
門
と
申
仁
持
参
也
」
と
あ
り
、
正
月
五
日



四

の
時
点
で
は
秀
就
は
在
冨
で
あ
る
。
さ
ち
に
、
『
本
光
国
師
日
記
』
同
年
三
月
二
十
九
日
条
(
崇
伝
在
江
戸
)
に
は
「
松
長
門
守
殿
御
屋
敷
御
移

徒
之
吉
日
之
議
申
来
ル
」
と
あ
り
、
秀
就
は
こ
の
と
き
ま
で
に
江
戸
に
参
勤
し
て
い
る
。
元
和
八
年
十
月
五
日
付
で
国
元
の
家
老
益
田
一
克
祥
等
に

(
正
純
)

送
っ
た
秀
就
書
状
に
は
「
急
度
申
遣
候
、
本
多
上
野
介
殿
事
、
進
退
被
梧
果
侯
」
と
あ
り
、
在
江
戸
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
元
和
九
年
正
丹
二

十
日
に
死
去
し
た
児
玉
若
狭
守
一
冗
忠
の
跡
目
に
つ
い
て
国
元
に
い
た
輝
元
か
ら
秀
就
・
就
援
に
宛
て
ら
れ
た
書
状
に
「
児
玉
若
狭
跡
目
之
儀
ニ
付

(
江
戸
)

語
、
其
許
へ
申
上
せ
侯
処
、
委
敷
御
返
事
ニ
侯
」
と
あ
り
、
秀
就
の
在
江
戸
が
確
認
で
き
、
一
瓦
和
九
年
は
正
月
を
江
戸
で
迎
え
て
い
る
。

こ
う
し
た
秀
就
の
屠
所
と
行
動
と
、
七
月
二
日
付
の
御
内
書
に
「
使
者
L

と
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
七
年
の
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
使
者
は
、
先
に
あ
げ
た
七
月
二
日
付
の
秀
忠
御
内
書
に
あ
る
使
者
と
同
時
に
江
戸
に
遣
わ
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
正
月
十
二
日
付
の
御
内
書
(
毛
利
8
)
を
検
討
す
る
。

(

志

利

)

(

忠

俊

)

為
年
頭
之
祝
儀
、
使
者
、
殊
太
刀
一
一
腰
馬
一
疋
到
来
、
欣
悦
候
、
委
曲
酒
井
備
後
守
・
青
山
伯
香
守
可
申
候
、
謹
言
、

正
月
十
二
日

(
毛
利
秀
就
)

松
平
長
門
守
殿 家

光
(
花
押
)

年
代
推
定
の
前
提
1

・
2
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
七
年
か
ら
元
和
九
年
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
使
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
毛
利
秀

就
は
国
一
冗
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
和
七
年
か
ら
元
和
九
年
の
三
年
の
関
の
う
ち
、
先
述
し
た
よ
う
に
元
和
七
年
と
元
和
九
年
と
は
秀
就
は
江

戸
に
お
り
、
正
月
に
国
元
に
い
る
の
は
元
和
八
年
の
み
で
あ
り
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
八
年
の
も
の
と
誰
定
さ
れ
る
。

蜂
須
賀
家
文
書
の
家
光
御
内
書

蜂
須
賀
家
文
書
に
は
九
八
通
の
家
光
御
内
書
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
表
l
に
示
し
た
よ
う
に
、
奉
者
が
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
で
あ
る
も
の
は
「
松

平
千
松
」
宛
の
も
の
が
七
通
、
蓬
庵
宛
の
も
の
が
二
通
あ
る
。



「
松
平
千
松
」
宛
の
七
通
の
う
ち
二
通
が
端
午
の
祝
儀
、

二
通
が
重
陽
の
祝
儀
、
三
通
が
歳
暮
の
祝
犠
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
年
代
確
定
の

前
提
1
と
2
か
ら
、
端
午
と
重
陽
の
も
の
は
元
和
七
年
(
一
六
二
一
)
か
元
和
八
年
の
も
の
、
歳
暮
の
も
の
は
元
和
六
年
以
降
八
年
以
前
の
も
の

で
あ
る
。
ま
た
宛
名
の
「
松
平
千
松
」
は
蜂
須
賀
忠
英
の
こ
と
で
あ
り
、
忠
英
は
元
和
六
年
二
月
二
十
六
日
に
遺
領
を
継
ぎ
、
元
和
九
年
九
月
十

日
に
元
服
、
従
四
位
下
阿
波
守
に
叙
任
し
て
お
り
、
上
記
の
前
提
と
は
矛
盾
し
な
い
。

「
松
平
千
松
」
宛
の
家
光
の
御
内
書
の
う
ち
内
容
・
形
式
か
ら
年
代
を
確
定
し
う
る
の
は
、
「
潤
十
二
年
廿
五
日
」
の
月
日
を
も
っ
蜂
須
賀
9

の
一
通
の
み
で
あ
る
。
先
述
の
ご
と
く
元
和
六
年
か
ら
元
和
八
年
の
間
に
間
十
二
月
が
あ
る
の
は
元
和
六
年
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
蜂
須
賀
9

は
元
和
六
年
の
も
の
と
確
定
す
る
。
蜂
須
費
9
が
元
和
六
年
の
も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
、
蜂
須
賀
7

・
蜂
須
賀
8
は
、
元
和
七
年
か
元
和
八
年
い

ず
れ
か
の
年
の
も
の
と
な
る
が
、
内
容
・
形
式
か
ら
は
年
代
を
特
定
で
き
な
い
。

内
容
か
ら
推
定
が
可
誌
な
も
の
は
蜂
須
賀
2
の
次
に
あ
げ
る
蓬
庵
宛
の
御
内
書
で
あ
る
。

(

忠

利

)

(

忠

俊

)

就
下
国
、
為
音
信
鰹
一
箱
到
来
、
喜
悦
候
、
猶
酒
井
備
後
(
寸
・
青
山
伯
警
守
可
申
侯
也
、

七
月
十
二
日

(
蜂
須
賀
家
政

蜂
庵

家
光
(
花
拝
)

家
光
の
名
乗
と
奉
者
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
七
年
か
元
和
八
年
の
い
ず
れ
か
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
関
の
蓬
庵
の
居
所
と
行
動
と

を
跡
付
け
る
こ
と
に
す
る
。

(
蜂
須
賀
)

『
本
光
国
師
日
記
』
に
「
松
平
時
波
守
至
鎮
一
疋
和
六
年
二
月
廿
六
日
間
州
に
て
遠
行
」
と
あ
る
よ
う
に
、
元
和
六
年
二
月
二
十
六
日
、
蓬
賓

の
子
で
あ
り
藩
主
で
あ
っ
た
至
鎮
が
阿
波
で
死
去
し
た
。
そ
の
跡
を
継
い
だ
の
が
十
議
の
千
松
の
ち
の
忠
英
で
あ
る
。
至
鎮
が
死
去
し
た
と
き

蓬
庵
の
居
所
は
、

(
蜂
須
賀
至
鎮
)

阿
波
守
所
労
之
由
桔
関
、
無
心
許
候
、
無
油
断
養
性
肝
要
侯
、

(

正

純

)

(

軒

勝

)

猶
本
多
上
野
介
・
土
井
大
炊
助
可
申
候
也
、

五



一
六

(
徳
川
秀
忠
)

一
一
月
十
六
日
(
黒
印
)

(
蜂
倍
加
賀
家
致
)

蜂
宥

阿
波
守
不
慮
之
仕
合
絶
言
語
侯
、
心
忠
之
程
併
察
覚
、
の
為
香
典
銀
子
五
百
枚
遣
之
、
可
述
口
上
者
也
、

(
態
別
秀
忠
)

三
月
五

E

(
黒
印
)

(
蜂
須
賀
家
政
)

蜂
庵

と
あ
る
こ
と
と
、
至
鎮
が
阿
波
で
死
去
し
た
こ
と
と
か
ら
、
開
波
に
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
『
本
光
国
師
日
記
』

克
和
六
年
五
月
十
五
呂
条
(
崇
伝
在
江
戸
)
に
、

阿
波
川
首
座
ぷ
使
僧
斤
言
座
来
、
宣
首
座
卯
丹
甘
一

E
之
状
来
、
峰
子
五
つ
内
単
物
二
来
ル
、
出
世
望
之
由
之
書
中
也
、
蓬
庵
卯
月
十
八
日

之
状
来
、
宣
首
座
出
世
之
儀
、
馳
走
候
様
一
一
と
申
来
ル
、

と
あ
る
よ
う
に
、
蓬
竃
は
引
き
続
き
阿
波
に
い
る
。
さ
ら
に
『
本
光
国
締
日
記
』
詞
月
十
七
日
条
に
阿
波
に
帰
る
斤
首
産
に
蓬
宥
へ
返
書
を
託
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
蓬
宥
の
阿
波
在
は
確
認
で
き
る
。

(
蜂
須
賀
忠
英
)

近
日
可
有
参
勤
之
由
侯
、
向
寒
気
、
其
上
千
松
茂
久
々
ニ
両
帰
国
之
事
侯
之
筒
、
芳
以
於
国
元
緩
々
与
致
越
年
、
当
年
者
下
向
之
儀
必
無
用

侯
也
、

(
穂
川
秀
忠
)

八
月
廿
八
日
(
黒
印
)

(
蜂
須
賀
家
政
)

蓬
庵

(
蜂
須
賀
忠
英
)

松
平
千
松
と
の
へ

こ
の
秀
忠
の
御
内
書
の
年
代
は
、
『
大
日
本
史
料
』
で
元
和
六
年
の
も
の
と
し
、
ま
た
『
東
武
実
録
』
も
こ
の
年
の
こ
と
と
す
る
。
こ
の
点
は
、

「
江
戸
幕
府
朱
黒
印
内
書
留
」
に
同
文
の
秀
忠
の
御
内
書
が
留
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
記
載
順
か
ら
元
和
六
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。



と
す
れ
ば
、
八
月
の
時
点
も
蓬
庵
は
阿
波
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
御
内
書
で
年
内
の
江
戸
へ
の
参
勤
を
止
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
『
本

光
国
師
自
記
』
元
和
六
年
間
十
二
月
十
六
日
条
(
崇
伝
在
江
戸
)
に
「
問
州
蓬
庵
へ
状
遺
ス
、
福
緊
寺
へ
も
状
遣
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
蓬
安

は
元
和
六
年
末
ま
で
河
波
を
動
い
て
い
な
い
。

元
和
七
年
の
春
に
は
、
蓬
庵
は
千
松
と
と
も
に
江
戸
に
い
た
こ
と
が
次
の
書
状
か
ら
知
ら
れ
る
。

(

蜂

須

賀

忠

英

)

(

蓬

庵

)

一
は
ち
す
か
千
松
殻
来
犠
候
、
礼
返
し
を
遣
度
候
問
、
い
つ
に
で
も
其
方
ほ
う
あ
ん
へ
被
見
候
ハ
¥
其
次
市
ニ
使
可
遣
候
関
、
左
右
を
可

福玄承
単番孟候
完む)事

己)す

上め
有
付

弥
定
り
候
や
事
、

十
内通六
き出 E
殿話

(
堀
川
忠
興
)

宗
立

こ
の
書
状
は
、
元
和
六
年
間
十
二
月
に
法
鉢
と
な
り
宗
立
と
名
を
改
め
た
細
川
忠
興
か
ら
子
の
細
川
忠
利
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
『
組

(
勝
年
)

川
家
史
料
』
で
は
、
元
和
七
年
二
月
二
十
八
日
付
の
忠
利
宛
忠
輿
書
状
に
「
玄
香
む
す
め
佐
久
間
信
護
と
被
申
合
候
由
、
比
前
我
等
ニ
何
と
そ
被

申
侯
哉
、
失
念
侯
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
関
連
文
書
と
し
て
そ
の
後
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
は
ち
す
か
千
松
殿
来
儀
侯
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
忠
興
は
江
戸
に
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
れ
ノ
、
ま
た
書
状
の
内
容
か
ら
忠
利
も
江
戸
に
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
元
和
六
年
末
か
ら
元
和

八
年
十
二
丹
ま
で
の
間
に
忠
興
・
忠
利
が
と
も
に
江
戸
に
い
る
の
は
忠
利
が
参
勤
し
た
元
和
七
年
正
月
六
日
以
鋒
、
両
者
と
も
に
江
戸
を
発
つ
三

月
末
か
四
月
初
旬
ま
で
の
関
の
み
で
あ
与
、
こ
の
書
状
は
元
和
七
年
の
一
月
・
二
月
・
三
月
い
ず
れ
か
の
月
の
も
の
と
な
り
ミ
は
ち
す
か
千
松
殿
」

(
蓬
庵
)

と
「
ほ
う
あ
ん
」
と
は
こ
の
こ
ろ
参
勤
し
江
戸
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
二
月
二
十
八
百
付
の
忠
興
書
状
に
あ
る
「
玄
番
む
す
め
佐
久
間
信

濃
と
被
申
合
候
由
」
の
部
分
を
十
六
日
の
書
状
の
「
玄
番
む
す
め
有
付
、
弥
{
疋
り
挟
や
事
」
と
い
う
忠
興
の
需
に
対
す
る
忠
利
の
返
答
と
解
す
れ

七



}¥ 

ば
、
こ
の
十
六
日
付
の
忠
興
書
状
は
二
月
十
六
日
の
も
の
と
な
り
、
時
期
は
よ
り
摂
定
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。

で
は
、
蓬
庵
は
い
つ
阿
波
へ
下
国
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
本
光
国
部
日
記
』
元
和
七
年
六
月
十
七
日
条
(
崇
伝
在
京
都
)
に
は
「
蓬
庵
六
月
十

日
之
状
来
、
福
緊
寺
上
洛
言
伝
か
り
被
来
ル
」
と
あ
り
、
六
月
十
日
に
は
阿
波
に
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
そ
の
後
も
阿
波
に
い
た
こ
と
は
『
本

光
国
節
目
記
』
同
年
七
月
一
日
条
に
「
蓬
庵
へ
返
書
遣
ス
、
千
松
殿
へ
も
状
遣
、
福
緊
寺
帰
国
之
梗
宜
也
」
(
崇
伝
在
京
都
)
、
同
九
月
五
日
条
の

福
来
寺
宛
書
状
に
「
八
月
六
日
之
御
状
、
九
月
朔
日
於
江
戸
令
拝
見
候
(
中
略
)
関
下
入
寺
之
議
、
蓬
定
老
4
御
催
之
自
候
」
(
崇
伝
在
江
戸
)

な
ど
と
あ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。

こ
の
後
、
元
和
八
年
の
蓬
庵
の
動
き
を
辿
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
元
和
七
年
の
五
月
か
六
月
に
国
一
疋
に
婦
っ
た
大
名
が
、
特
異
な
状
況
が
な

い
摂
り
元
和
七
年
中
に
江
戸
に
参
勤
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
翌
元
和
八
年
の
四
月
こ
ろ
に
参
勤
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
査
後
の
六
月
七
月
に
下

冨
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
ま
た
、
蜂
須
費
忠
英
は
、
元
和
九
年
正
月
十
二

E
に
山
内
忠
義
ら
と
と
も
に
将
軍
秀
忠
か
ら
茶
に
招
か
れ

て
お
り
、
江
戸
に
居
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
忠
英
が
幼
少
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
蓬
庵
も
行
動
を
共
に
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
元
和
八
年
の
後
半
に

は
江
戸
に
参
勤
し
た
可
龍
性
は
あ
り
え
る
が
、
『
蜂
須
賀
蓬
庵
』
所
収
の
「
蓬
庵
年
表
」
に
は
こ
の
年
の
江
戸
参
勤
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
蓬
宥
の
岩
所
に
つ
い
て
は
、
元
和
八
年
は
多
く
の
推
測
を
含
む
が
、
七
月
一
日
付
の
御
内
書
に
あ
る
「
就
下
国
」
を
満
た
す
年

は
元
和
七
年
が
最
も
適
当
で
あ
ろ
う
「
こ
の
推
定
を
補
強
す
る
も
の
と
し
て
、
「
松
平
伯
松
」
宛
の
元
和
七
年
七
月
の
秀
忠
梅
内
書
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
利
勝
)

就
至
宮
元
下
著
、
穫
者
、
殊
嬬
珍
舟
巻
井
実
斗
抱
一
箱
到
来
、
悦
覚
侯
、
猶
土
井
大
炊
助
可
述
侯
也
、

七
ロ
月

(
峰
須
賓
忠
英
)

松
平
仙
桧
と
の
へ

こ
の
御
内
書
は
、
「
江
戸
幕
庶
朱
黒
印
内
書
留
」
に
留
め
ら
れ
た
も
の
で
元
和
七
年
の
も
の
で
あ
る
。
奉
者
が
土
井
利
勝
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

秀
忠
の
御
内
書
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
御
内
書
の
正
文
が
蜂
須
賀
家
文
書
中
に
あ
り
、
そ
の
日
付
は
七
丹
十
三

E
で
あ
る
。
こ
の
御
内
書
か
ら
す



れ
ば
、
蜂
須
賀
忠
英
は
六
月
中
に
は
阿
波
に
帰
国
し
た
よ
う
で
あ
り
、
蓬
庵
が
忠
英
と
行
動
を
共
に
し
た
と
考
え
れ
ば
、
先
の
蓬
庵
宛
の
家
光
錦

内
童
日
は
、
こ
う
し
た
点
か
ら
も
こ
の
時
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

四

上
杉
家
文
書
の
家
光
御
内
書

上
杉
家
文
書
に
は
三
二
通
の
家
光
御
内
書
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
奉
者
が
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
で
あ
る
も
の
は
、
上

杉
景
勝
宛
の
二
通
の
み
で
あ
る
。

前
提
1

・
2
か
ら
、
九
月
三
日
付
の
重
陽
の
祝
儀
に
つ
い
て
の
御
内
書
(
上
杉
1
)
は
一
克
和
七
年
(
一
六
二
一
)
か
元
和
八
年
の
い
ず
れ
か
、

議
暮
の
祝
議
に
関
す
る
御
内
書
(
上
杉
2
)
は
元
和
六
年
か
ら
元
和
八
年
の
い
ず
れ
か
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
上
杉
2
の
御
内
書
に
は
「
潤

十
二
月
二
十
二
日
」
と
あ
り
、
元
和
六
年
か
ら
元
和
八
年
の
関
に
間
十
二
月
の
あ
る
の
は
元
和
六
年
の
み
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
元

和
六
年
の
も
の
と
な
る
。
上
杉
ー
は
、
形
式
・
内
容
か
ら
誌
年
代
を
特
定
で
き
な
い
。

五

立
花
文
書
の
家
光
御
内
書

立
花
文
書
に
残
さ
れ
た
家
光
の
御
内
書
は
表
1
に
あ
げ
た
三
通
の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
通
は
、
次
に
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
。

(

忠

利

)

(

忠

俊

)

於
国
本
就
越
年
、
集
者
殊
小
袖
五
到
来
、
欣
税
侯
、
尚
酒
井
靖
後
守
・
青
山
伯
着
目
守
可
申
候
也
、

十

月
立廿
化一

左奈日
近!3
殿

家
光
(
花
押
)

前
提
1
と
前
提
2
と
か
ら
、
本
御
内
書
は
一
克
和
六
年
(
一
六
二

O
)
以
降
一
冗
和
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
c

次
に
、
宛
名
の
「
立
花
左
近
」
は
、

元
和
八
年
十
二
月
二
十
八
日
に
飛
騨
守
に
任
官
す
る
ま
で
左
近
を
称
し
た
立
花
宗
茂
の
こ
と
で
あ
る
が
、
官
途
名
か
ら
は
年
代
幅
は
縮
ま
ら
な
い
c

九



二
O

そ
こ
で
こ
の
関
の
宗
茂
の
居
所
を
辿
る
こ
と
に
し
よ
う
。
宗
茂
は
、
一
克
和
六
年
十
一
月
二
十
七
日
に
将
軍
秀
忠
か
ら
筑
後
柳
川
を
拝
領
し
た
。

立
花
文
書
中
の
「
艶
」
に
は
、

覚

(
元
和
六
年
)

一
か
の
へ
さ
る
ノ
十
一
月
廿
七
日
ニ
筑
後
拝
領
之
儀
被
悌
出
候
事
、

(
元
和
七
年
)

一
か
の
と
と
り
ノ
正
月
、
御
暇
被
下
、
同
廿
一
日
ニ
江
戸
罷
立
、
二
月
廿
西
日
ニ
筑
後
へ
罷
着
、
同
廿
八
日
ニ
柳
川
入
城
仕
侯
事
、
上
使
衆

同
日
ニ
被
上
候
、

(
元
和
八
年
)

一
翌
年
い
ぬ
ノ
年
九
丹
ニ
為
御
礼
罷
上
候
事
、

と
あ
り
、
ま
た
『
本
光
国
師
日
記
』
元
和
七
年
三
月
十
八
日
条
(
崇
伝
在
江
戸
)
に
は
、

立
花
左
近
殿
ぷ
二
月
晦
日
之
状
来
、
筑
後
柳
川
4
来
ル
、
路
次
中
天
気
悪
敷
、
二
月
廿
六
日
筑
後
へ
著
、
同
廿
八
日
、
域
請
取
罷
移
候
、

と
あ
る
。
両
者
の
記
事
に
祖
語
は
な
い
。
こ
の
二
つ
の
記
事
か
ら
、
宗
茂
は
、
元
和
七
年
正
月
二
十
一
日
に
江
戸
を
発
ち
、
二
月
二
十
八
日
に
榔

川
城
に
入
り
、
そ
の
年
は
国
元
で
越
年
し
、
翌
八
年
九
月
に
榔
川
を
発
っ
た
こ
と
が
分
る
。
九
月
二
十
日
付
富
士
谷
紹
務
宛
立
花
宗
茂
書
状
に
「
唯

今
伏
見
迄
罷
著
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
呂
伏
見
に
着
い
て
い
る
。
さ
ら
に
三
河
吉
田
藩
主
松
平
忠
利
の
日
記
の
十
丹
五
日
条
に
は
「
立
花
左

近
殿
、
当
町
ニ
被
泊
候
」
と
あ
り
、
こ
の
日
三
河
吉
自
に
泊
っ
て
い
る
。
元
和
八
年
十
月
二
十
一
日
付
で
江
戸
に
い
た
細
川
忠
利
が
国
元
の
忠
興

に
送
っ
た
披
露
状
に
「
立
在
殿
も
御
下
候
面
、
御
仕
合
能
御
目
見
候
事
」
と
あ
り
、
十
月
末
に
は
江
戸
に
着
い
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
宗
茂
の
居
所
と
行
動
か
ち
す
れ
ば
、
元
和
六
年
か
ら
元
和
八
年
ま
で
の
関
に
国
元
柳
川
に
い
た
の
は
元
和
七
年
の
み
で
あ
り
、

こ
の
御
内
書
の
冒
頭
の
「
於
国
本
就
越
年
L

の
条
件
を
満
た
す
の
は
元
和
七
年
以
外
に
は
な
く
、
こ
の
梅
内
書
は
こ
の
年
の
も
の
と
確
定
で
き
る
。

~よ4

ノ、

島
津
家
文
書
の
御
内
書



島
津
家
文
書
に
は
、
七

O
通
の
家
光
御
内
書
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
奉
者
が
酒
井
忠
利
・
青
出
忠
俊
で
あ
る
も
の
は
、

島
津
家
久
宛
の
五
通
の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
正
月
十
二
日
付
の
島
津
1
を
検
討
し
よ
う
。

(

忠

利

)

(

忠

俊

)

為
年
頭
之
祝
儀
、
使
者
、
殊
太
万
一
腰
馬
一
疋
被
贈
之
、
欣
悦
候
、
猶
酒
井
備
後
守
・
青
山
伯
香
守
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

正
月
十
二
日

(
島
津
家
久
)

薩
摩
宰
相
殿 家

光

(
花
押
)

こ
の
御
内
書
は
、
前
提
1
・

2
か
ら
元
和
七
年
(
一
六
二
こ
か
ら
元
和
九
年
の
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
「
使
者
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
、

家
久
の
居
所
を
検
討
す
る
と
、
元
和
六
年
八
月
七
日
付
で
江
戸
に
い
た
細
川
忠
利
が
細
川
忠
興
に
宛
て
た
披
露
状
に
「
島
津
殿
四
五
日
己
前
ニ
御

下
侯
而
御
昌
見
二
百
」
と
あ
り
、
元
和
六
年
八
月
始
め
に
は
江
戸
に
参
勤
し
て
い
る
。
同
年
間
十
二
月
十
日
付
の
島
津
家
久
書
状
に
「
此
方
為
見

(
能
別
秀
忠
)

廼
至
遠
路
使
者
(
中
略
)
公
方
様
御
機
嫌
能
、
(
中
略
)
来
春
者
早
々
可
令
帰
国
侯
間
」
と
あ
り
、
間
十
二
丹
の
時
点
で
は
江
戸
に
お
り
来
春
の

(
正
純
)
(
介
)
(
利
勝
)

婦
国
が
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
元
和
七
年
二
月
五
日
付
伊
勢
貞
昌
等
書
状
に
「
昨
日
四
百
本
多
上
野
守
殿
・
土
井
大
炊
助
殿

為
御
使
被
成
御
出
、
御
暇
御
給
侯
」
と
あ
ち
、
二
月
四
E
に
暇
が
出
て
い
る
。
同
年
十
二
月
三
日
に
は
国
元
で
犬
追
物
を
張
行
し
て
お
り
在
国
が

(
寵
川
秀
忠
)

確
認
で
き
か
、
。
つ
い
で
元
和
九
年
間
八
丹
二
十
四
日
付
中
山
王
宛
家
久
書
状
に
「
去
年
冬
以
来
令
在
江
戸
、
当
年
夏
公
方
様
致
供
奉
上
洛
之
故
、

漸
頃
隙
明
帰
国
快
然
侯
」
と
あ
り
、
元
和
八
年
の
冬
に
参
勤
し
、
翌
年
夏
、
秀
忠
に
従
っ
て
上
洛
し
、
次
い
で
婦
菌
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
家
久
は
、
一
疋
和
七
年
の
正
月
、
元
和
九
年
の
正
月
を
江
戸
で
迎
え
て
お
り
、
年
頭
に
「
使
者
」
を
送
る
こ
と
の
で
き
る
年
は
元
和
八
年

を
お
い
て
他
に
は
な
く
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
八
年
の
も
の
で
あ
る
c

七

柳
生
文
書
の
家
光
御
内
書

柳
生
文
書
に
は
、
家
光
が
花
押
を
据
え
た
文
書
が
囲
通
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
こ
の
時
期
に
属
す
の
も
の
が
表
1
に
あ
げ
た
よ
う
に
二
通



あ
る
。
う
ち
一
通
は
次
に
あ
げ
る
も
の
で
あ
る
が
、
勉
の
一
通
は
、
家
光
自
筆
の
も
の
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

新
陰
流
兵
法
不
残
相
伝
、
喜
覚
候
、
就
其
従
手
字
種
利
銅
奥
者
、
無
印
布
、
八
播
大
菩
護
・
摩
利
支
尊
天
、
不
可
他
言
者
也
、

月
柳廿
生 一
又奈日
右き
衛
門
尉
と
の
f¥ 

家
光
(
花
押
)

こ
の
文
書
は
、
家
光
が
新
陰
流
兵
法
の
伝
授
に
際
し
て
柳
生
宗
矩
に
宛
て
て
出
し
た
誓
認
で
あ
り
、
端
午
・
重
陽
・
歳
暮
な
ど
に
つ
か
わ
れ
た

御
内
書
と
は
違
い
、
奉
者
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
誓
語
に
は
年
を
記
さ
な
い
が
、
次
に
あ
げ
る
『
本
光
国
師
日
記
』
元
和
七
年
(
一
ム
ハ
一
一
一
)

三
月
十
四
日
条
か
ら
、
元
和
七
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
定
す
る
。

三

月

)

(

徳

川

家

充

)

(

宗

短

)

一
同
十
四
吾
、
若
君
大
納
言
様
兵
法
御
相
伝
ニ
付
語
、
柳
生
又
右
ニ
御
内
書
被
下
吉
日
侮
尋
侯
、
書
付
上
ケ
候
、
案
左
ニ
宥
之
、

軍
法
之
御
吉
E

一
三
月
廿
一
日
持
破
妨

右
大
明
日
、
天
地
和
合
E

以
上

三
月
吉
日
考
之

崇
伝

右
引
合
一
重
ニ
認
、
善
久
ニ
渡
ス
、

な
お
、
家
光
の
誓
詞
を
、
崇
伝
は
「
御
内
書
」
と
呼
ん
で
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

七

徳
山
頼
宣
宛
の
御
内
書

「
権
現
様
台
徳
院
様
大
猷
読
様
御
内
書
写
」
に
は
、

一
三
七
通
の
家
光
御
内
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
奉



者
が
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
で
あ
る
も
の
が
一
八
通
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
「
紀
伊
中
納
言
」
宛
、
家
光
の
名
乗
と
花
押
が
あ
り
、
書
止
文
言
は
「
恐
々

護
ニ
一
一
口
」
で
あ
る
。

年
代
誰
定
の
前
提
1
・
2
か
ら
、
表
1
に
示
し
た
徳
川
ー
か
ら
徳
川
3
ま
で
は
、
元
和
七
年
(
一
六
二
こ
以
降
元
和
九
年
以
前
、
徳
川
4
か

ら
怒
川
9
ま
で
は
元
和
七
年
か
元
和
八
年
、
徳
川
刊
か
ら
徳
川
時
ま
で
辻
元
和
六
年
か
ら
元
和
八
年
ま
で
の
も
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
間
十
二
月
十
六
日
付
の
御
内
書
(
徳
川
甘
)
と
閏
十
二
月
二
十
六
日
付
の
御
内
書
(
徳
川
路
)

と
は
、
「
潤
十
二
月
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
元
和
六
年
の
も
の
で
あ
る
。

七
月
二
十
七
日
付
の
御
内
書
(
徳
川
9
)

の
年
代
を
推
定
し
よ
う
。

(

忠

利

)

(

忠

俊

)

就
愛
許
相
移
候
、
早
々
使
者
、
殊
袷
十
贈
給
欣
悦
候
、
尚
酒
井
備
後
守
・
青
山
伯
香
守
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

七
月
廿
七
日

家
光
御
判

紀
州

中露
納語
殿)

前
提
1

・
2
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
一
冗
和
七
年
か
八
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
c

文
頭
に
「
就
愛
許
棺
移
候
」
と
あ
る
こ
と
よ
り
、

家
光
が
こ
れ
以
前
に
居
所
を
移
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
元
和
七
年
に
つ
い
て
み
る
と
家
光
に
は
そ
う
し
た
動
き
は
み
ら
れ
な
い
。
一
冗
和
八
年
は
、

(
忠
政
)

『
梅
津
政
景
日
記
』
四
月
二
十
二
日
条
に
「
大
納
言
禄
本
多
美
護
殿
屋
敷
へ
御
移
ニ
付
」
と
あ
る
よ
う
に
、
家
光
は
西
丸
を
出
て
本
多
忠
政
の
屋

敷
に
移
っ
た
。
四
月
二
十
二
日
の
移
徒
と
、
七
月
二
十
七
日
付
の
御
内
書
に
「
早
々
使
者
」
と
あ
る
こ
と
に
は
時
間
的
な
ズ
し
が
少
し
あ
る
が
、

こ
の
と
き
徳
川
頼
宣
は
国
元
紀
州
に
い
た
こ
と
を
考
憲
す
れ
ば
さ
沼
ど
問
題
は
な
い
。
以
上
の
点
か
ら
こ
の
御
内
書
は
元
和
八
年
の
も
の
と
推
定

さ
れ
る
。

徳
川
頼
宣
宛
の
御
内
書
の
多
く
に
「
使
者
」
の
文
字
が
み
え
、
頼
官
一
の
居
所
を
確
定
す
る
こ
と
で
年
代
推
定
が
可
能
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

一
一一一一



二
回

(
智
則
頼
宣
)

こ
の
時
期
の
頼
宣
の
居
所
を
確
定
し
て
お
く
。
『
本
光
国
師
日
記
』
元
和
六
年
間
十
二
月
十
九
日
条
に
「
中
納
言
様
通
仰
ニ
進
候
作
左
衛
門
一
戻
ル
(
中

略
)
水
野
出
雲
殿
小
田
原
ぷ
返
書
来
ル
」
と
あ
り
、
頼
吉
一
は
元
和
六
年
間
十
二
月
の
末
に
江
戸
へ
参
勤
し
て
い
る
。
江
戸
を
離
れ
る
の
は
翌
年
二

月
で
あ
る
。
主
と
し
て
『
本
光
国
師
日
記
』
の
記
事
か
ら
頼
官
一
の
居
所
を
辿
れ
ば
、
婦
国
以
後
、
元
和
九
年
の
秀
忠
・
家
光
の
上
洛
に
あ
わ
せ
て

六
月
に
京
都
に
来
る
ま
で
国
一
冗
和
歌
山
に
い
る
。
こ
の
こ
と
辻
、
こ
の
鶏
の
御
内
書
に
「
使
者
」
の
語
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
に
符
合
す
る
が
、

そ
こ
か
ら
は
年
代
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

奉
者
が
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
で
な
い
が
こ
の
時
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
御
内
書
(
徳
川
口
)
が
あ
る
。

(
政
重
)

今
度
所
労
之
由
、
無
心
一
冗
御
事
候
、
能
々
可
被
加
療
養
儀
専
一
相
覚
候
、
猶
井
上
清
兵
衛
尉
可
申
達
候
、
恐
々
謹
言
、

十
月
十
一
日

家
光
御
書
判

紀
伊

中語、
納長
殿)

こ
の
御
内
書
は
、
前
提
ー
か
ら
元
和
六
年
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
頼
宣
の
大
納
言
任
官
が
寛
永
三
年
(
一
六
二
六
)
九
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

寛
永
二
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
頼
宣
宛
の
家
光
御
内
書
に
お
け
る
書
札
札
は
家
光
の
将
軍
就
職
以
降
、
書
止

文
言
が
「
恐
々
謹
呈
一
ご
か
ら
「
謹
言
」
へ
と
変
化
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
元
和
八
年
以
前
の
も
の
と
な
る
。

(
寵
剖
頼
宣
)

こ
の
間
の
頼
宣
の
様
子
を
み
る
と
、
三
河
吉
田
藩
主
松
平
忠
利
の
日
記
元
和
八
年
十
丹
七
百
条
に
「
九
月
甘
八
日
紀
州
中
納
言
様
御
煩
挨
由
三

(
板
倉
重
矩
)

郎
兵
所
ぷ
申
越
候
L

と
あ
り
、
ま
た
同
日
記
十
一
月
十
一
日
条
に
「
板
内
麓
殿
紀
州
へ
御
使
ニ
被
登
侯
、
中
納
言
様
御
煩
悪
侯
由
申
侯
」
と
あ
る

よ
う
に
、
こ
の
時
期
か
な
り
重
病
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
こ
の
御
・
内
幸
吉
の
文
面
と
一
致
す
る
。
さ
ら
に
、
元
和
八
年
十
一
月
十
一
日
付
伊
勢

(

徳

川

秀

忠

)

(

徳

川

家

光

)

貞
昌
宛
島
津
久
元
書
状
に
「
紀
伊
国
中
納
言
様
御
煩
気
(
中
略
)
右
御
煩
ニ
付
公
方
様
之
御
使
板
倉
内
繕
正
殿
、
自
大
納
言
殿
様
街
使
井
上
清
兵

衛
殿
、
是
に
被
成
御
対
面
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
八
年
の
も
の
と
な
る
。



第
三
節

年
代
確
定
作
業
の
第
二
階
梯

年
代
確
定
作
業
の
第
二
措
梯
は
、
第
一
階
梯
で
得
ら
れ
た
構
報
を
基
礎
と
し
て
、
花
押
の
型
の
変
遷
を
主
た
る
手
段
と
し
て
年
代
推
定
を
進
め

て
い
く
。

家
光
の
花
押
の
類
型

表
2
は
、
第
一
階
梯
で
確
定
し
た
御
内
書
を
文
書
群
ご
と
に
適
宣
時
期
を
区
切
っ
て
そ
の
月
と
花
押
の
類
型
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
家
光
の
花
押
は
、

い
ず
れ
も
上
下
の
横
線
、
中
央
の
縦
線
、
中
央
の
縦
線
の
右
側
の
三
つ
の
膨
ら
み
、
左
側
の
一
つ
の
膨
ら
み
と

下
部
の
爪
と
か
ら
な
っ
て
い
る

(図
1
)
、
花
押
の

I
型
と
E
型
は
大
き
く
は
異
な
ら
な
い
が
、

-
型
の
下
線
の
起
筆
は
わ
ず
か
に
左
上
が
り
で

家光の花押の型の変遷(1)

7じ

宛名
年 和 元和 7 元和 8

6 

月 ⑫ 3 5 6 7 12 1 5 

組JII 君、利 I E IV 

毛利輝元 I 亘 V 

毛利秀就 E N 

蜂須賀蓬庵 E 

蜂須賀忠英 I 

上杉景勝 I 

立 花 宗茂 IV 

島津家久 IV 

柳生宗短 I 

表 2

あ
る
が
、

2
型
で
は
か
な
り
左
上
が
り
で
あ
り
中
央
の
縦
線
ま
で
の
長
さ
が
短
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
中
央
の
縦
線
が
I
型
で
は
右
に
大
き
く
傾
い
て
い
る
が
、

韮
型
で
は
傾
き
が
少
な
く
な
り
〆
、

右
の
膨
ら
み
の
最
下
段
が
大
き
く
な
り
全
体
と
し
て
横
長
で
は
な
く
な
る
o

E
型
は
、
こ
の
段
階

で
は
姿
を
み
せ
な
い
が
、
下
殺
の
起
筆
が
強
く
押
さ
え
ら
れ
、
ま
た
縦
隷
右
の
三
つ
の
膨
ら
み
が

注.⑫は霞12丹のこと。

少
し
鏡
餅
状
に
重
な
り
始
め
る
。
な
お
、

E
型
が
こ
の
時
期
の
家
光
の
花
押
の
な
か
で
は
最
も
大

き
い
も
の
で
あ
る
。

町
山
型
は
、
右
の
三
つ
の
膨
ら
み
が
一
一
層
鏡
餅
状
に
重
ね
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、

E
型
で
見

ら
れ
た
起
筆
の
押
さ
え
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。

V
型
は
、

百
型
と
大
き
く
は
変
わ
ら
な
い
が
、
下

線
が
起
筆
か
ら
筆
の
止
る
と
こ
ろ
ま
で
同
じ
太
さ
で
描
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
こ
に

二
五
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図 1 家光の在搾の類型
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は
、
日
型
・
羽
型
は
ま
だ
み
ら
れ
な
い
か
、
形
状
の
特
徴
の
み
を
先
に
述
べ
て
お
こ
う
。

W
H

型
は

V
型
よ
り
も
百
型
に
近
い
が
、
右
の
三
つ
の
影

ら
み
が
完
全
に
鏡
餅
状
と
な
り
、
ま
た
花
押
の
大
き
さ
が
少
し
小
型
に
な
っ
て
い
る
c

百
型
は
、
中
央
の
縦
線
の
傾
き
が
大
き
く
な
り
、
右
の
三

つ
の
膨
ら
み
の
う
ち
上
二
つ
が
少
し
小
さ
く
な
れ
つ
、
か
つ
下
線
の
起
筆
に
お
い
て
筆
の
流
れ
に
添
っ
て
押
さ
え
が
み
ら
れ
、
か
つ
下
殺
が
少
し
長

く
な
っ
て
い
る
。

冗
和
六
年
間
十
二
月
の
家
光
花
押

家
光
の
花
押
の
型
に
よ
る
年
代
推
定
の
作
業
に
入
る
ま
え
に
、
同
時
期
の
花
押
に
み
ら
れ
る
偏
差
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
元
和
六
年
(
一

六
二

O
)
間
十
二
月
の
御
内
書
は
、
細
川
、
毛
利
、
蜂
須
賀
、
上
杉
の
各
文
書
に
残
さ
れ
て
お
り
、

い
ず
れ
も
歳
暮
の
祝
儀
に
関
す
る
も
の
で
そ

の
性
格
は
均
貿
で
あ
る
。
異
な
る
点
は
、
上
杉
の
も
の
が
二
十
二
日
付
、
細
川
の
も
の
が
二
十
四
日
付
、
毛
利
と
蜂
須
賀
の
も
の
が
二
十
五
日
付

で
あ
り
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
書
か
れ
た
日
に
違
い
が
あ
る
。

こ
の
西
通
の
御
内
書
に
据
え
ら
れ
た
花
押
(
図
2
)
を
検
討
す
る
と
、
也
の
も
の
に
比
し
て
上
杉
2
の
も
の
の
縦
線
が
少
し
左
に
膨
ら
ん
で
搭

k-

組 JII家 文 書

ZL 

L 

毛利家文書

、

... 

蜂須賀家文書

J~ 
上杉家文書

元手[]6年間12丹の花押図 2

二
七



二
八

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
細
川
4
・
毛
利
7
・
蜂
須
賀
9
の
も
の
は
縦
線
が
下
線
に
達
し
て
い
な
い
が
、
上
杉
2
の
も
の
は
下
線
に
達
し
て
い
る
。

上
線
に
つ
い
て
み
る
と
、
起
筆
は
蜂
須
賀
9
の
も
の
で
は
上
か
ら
縦
に
筆
が
運
ば
れ
て
か
ら
右
に
引
か
れ
て
い
る
が
、
上
杉
2
で
は
わ
ず
か
に
左

上
か
ら
筆
が
入
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
細
川
4
・
毛
利
7
の
も
の
は
、
蜂
須
賀
9
と
上
杉
2
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
同
時
期
・

司
内
容
の
御
内
書
に
お
い
て
こ
う
し
た
偏
差
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

な
お
、
花
押
で
誌
な
い
が
、
こ
の
盟
通
の
梅
内
書
を
詳
細
に
み
る
と
、
書
体
は
二
人
の
手
が
み
ら
れ
る
。
細
川
4
と
上
杉
2
、
毛
利
7
と
蜂
須

賀
9
が
閉
じ
手
で
あ
り
、
こ
の
時
期
の
家
光
の
右
筆
は
少
な
く
と
も
二
人
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
「
家
光
」
の
名
乗
の
字
体
も
書
体
問

様
で
あ
り
、
名
乗
ま
で
を
右
筆
が
書
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

花
押
の
類
型
か
ら
の
年
代
推
定
1

ま
ず
、
端
午
・
重
揚
・
歳
暮
な
ど
同
一
の
要
件
で
発
給
さ
れ
た
御
内
書
に
つ
い
て
、
花
押
の
型
か
ら
年
代
を
推
定
す
る
。
元
和
六
年
間
十
二
月

の
I
型
の
花
押
を
も
つ
も
の
は
い
ま
の
と
こ
ろ
四
通
以
外
に
は
み
ら
れ
な
い
。

毛
利
家
文
書
の
一
疋
和
七
年
(
一
六
二
一
)
五
月
二
日
付
宗
瑞
(
毛
利
輝
元
)
宛
御
内
書
(
毛
利
2
)
を
元
に
し
た

E
型
の
花
押
を
持
つ
も
の
は
、

五
月
二
日
付
松
平
千
松
(
蜂
須
賀
忠
英
)
宛
の
蜂
須
賀
誌
と
五
月
二
日
付
薩
摩
宰
相
(
島
津
家
久
)
宛
の
島
津
民
が
該
当
し
、
そ
れ
ぞ
れ
元
和
七

年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
再
者
と
も
年
代
確
定
の
た
め
の
前
提
1

・
2
か
ら
元
和
七
年
か
元
和
八
年
い
ず
れ
か
の
も
の
で
あ
り
矛
盾
は
な
い
。

こ
の
う
ち
島
津
2
に
つ
い
て
は
、
『
後
一
編
薩
藩
旧
記
雑
録
』
『
島
津
家
文
書
』
は
と
も
に
元
和
八
年
の
も
の
と
し
て
お
り
、
本
稿
の
推
定
と
は
異
な
っ

て
い
る
。

同
じ
五
月
二
日
付
松
平
千
松
宛
の
蜂
須
賀
4)
は
、
蜂
須
賀
3
が
元
和
七
年
の
も
の
と
定
ま
っ
た
こ
と
と
、
前
提
1
・
2
よ
り
一
疋
和
七
年
か
一
克
和

八
年
い
ず
れ
か
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
然
的
に
一
冗
和
八
年
の
も
の
と
な
る
。
な
お
、
蜂
須
賀
4
の
花
押
は
、
毛
利
3
の
五
月
二
日
付
幻
賓



(
毛
利
輝
一
克
)
宛
の
御
内
書
の
花
押
と
同
型
で
あ
る
。

毛
利
家
文
書
の
元
和
八
年
五
月
二
日
付
幻
庵
宛
御
内
書
(
毛
利
3
)
を
元
に
し
た
類
型
V
の
花
押
を
持
つ
も
の
は
、
五
月
二
日
付
松
平
長
門
守

(
毛
利
秀
就
)
宛
の
毛
利
9
、
五
月
二
日
付
松
平
千
松
宛
の
蜂
須
賀
4
、
五
月
一
日
付
立
花
左
近
(
宗
茂
)
宛
の
立
花
l
、
五
月
三
日
付
松
平
主

殻
頭
(
忠
利
)
宛
の
松
平
1
の
西
通
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
元
和
八
年
の
も
の
と
な
る
。
毛
利
9
・
蜂
須
賀
4

・
立
花
1
の
御
内
書
は
、
前
提
1

・

2
か
ら
元
和
七
年
あ
る
い
は
元
和
八
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
元
和
八
年
の
も
の
と
し
て
も
矛
盾
は
な
い
。
ま
た
松
平
ー
は
家
光
の
名
乗
が
な
く

花
押
の
み
で
あ
る
が
、
奉
者
か
ら
元
和
七
年
か
一
克
和
八
年
の
も
の
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
蜂
須
賀
4
は
、
前
述
の
よ
う
に
蜂
須
賀
3
が
元
和
七

年
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
こ
と
と
も
矛
盾
は
し
な
い
。

細
川
家
文
書
の
一
疋
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日
付
細
川
内
記
(
忠
利
)
宛
の
御
内
書
(
緒
川
3
)
を
元
に
し
た
W
型
の
花
押
を
持
つ
も
の
は
、
十

二
月
二
十
三
日
付
幻
羅
宛
の
毛
利
6
、
十
二
月
二
十
三
日
付
松
平
長
門
守
宛
の
毛
利
日
、
十
二
丹
二
十
四
日
付
松
平
千
松
宛
の
蜂
須
賀
7
、
十
二

月
二
十
三
日
付
薩
摩
宰
棺
宛
の
島
津
4
、
十
二
月
二
十
七
日
付
中
山
内
膳
正
(
久
盛
)
宛
の
中
川
2
、
十
二
月
二
十
四
日
付
松
平
主
殿
頭
宛
の
松

平
2
の
六
通
で
あ
り
、
元
和
七
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
前
提
1

・
2
と
は
矛
虐
し
な
い
。
な
お
、
中
川
2
の
花
押
は
、
細
川
3
の

花
押
よ
り
も
、
元
和
七
年
十
二
月
二
十
一
日
付
の
立
花
2
の
花
押
に
よ
り
近
い
も
の
で
あ
る
。

島
津
4
は
、
「
可
申
候
、
恐
々
謹
言
」
の
部
分
を
残
し
前
半
を
欠
く
が
、
元
和
九
年
以
降
の
島
津
家
久
宛
の
御
内
書
で
の
書
止
文
言
は
「
謹
き
ご

と
な
る
の
で
、
こ
の
御
内
書
の
断
簡
は
元
和
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
花
押
の
類
型
か
ら
の
推
定
に
は
矛
盾
は
な
い
。

蜂
須
賀
7

・
8
・
9
は
歳
暮
の
祝
儀
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
提
1

・
2
か
ら
元
和
六
年
以
降
元
和
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち

蜂
須
賀
9
は
前
述
の
ご
と
く
間
十
二
月
と
あ
る
こ
と
か
ら
元
和
六
年
の
も
の
で
あ
り
、
蜂
須
賀
7
が
元
和
七
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、
歳
暮
の

祝
儀
に
関
す
る
御
内
書
が
同
一
人
に
同
じ
年
に
二
度
で
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
十
二
月
二
十
四
百
付
松
平
千
松
宛
の
蜂
須
賀
8
は

元
和
八
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
蜂
須
賀
g
の
花
押
を
百
型
と
す
る
。
こ
の
羽
型
の
花
押
は
、

V
型
に
比
較
し
て
中
央
の
縦
線
が
少
し
右

二
九



三
O

に
傾
斜
し
、
右
の
三
つ
の
膨
ら
み
の
う
ち
上
の
二
つ
が
若
干
小
さ
く
な
ち
、
さ
ら
に
下
線
の
起
筆
に
添
っ
て
押
さ
え
が
み
え
、
か
つ
長
さ
が
長
く

な
っ
て
い
る
。
元
和
九
年
八
月
五
日
付
剛
外
和
尚
宛
の
公
粘
に
据
え
ら
れ
た
花
栴
(
図
I
参
詔
…
)
は
、
起
筆
の
押
さ
え
が
異
な
る
が
同
系
統
の
花

押
で
あ
る
。

mm
型
の
花
押
を
持
つ
も
の
は
、
十
二
月
二
十
四
日
付
護
産
宰
相
宛
の
島
津
5
、
十
二
月
二
十
西
日
付
立
花
左
近
丞
宛
の
立
花
3
、
十

二
日
付
二
十
四
日
付
臼
杵
侍
従
(
稲
葉
典
通
)
宛
の
稲
葉
2
の
三
通
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
元
和
八
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
前
提
1
・

2
と
は
矛
膚
し
な
い
。

四

花
押
の
類
型
か
ら
の
年
代
推
定
2

奉
者
が
酒
井
忠
利
と
青
山
忠
俊
で
あ
る
重
陽
の
祝
議
に
関
す
る
御
内
書
が
、
幻
定
宛
、
松
平
長
門
守
宛
、
松
平
子
松
宛
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
二

通
、
米
沢
中
納
言
宛
、
中
川
内
轄
正
宛
、
臼
杵
侍
従
宛
、
松
平
宮
内
少
轄
(
池
田
忠
雄
)
宛
の
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
一
通
残
さ
れ
て
い
る
。
前
提
1

・

2
か
ら
、
こ
れ
ら
は
元
和
六
年
(
一
六
二

O
)
以
降
元
和
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
花
押
に
注
目
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
大
き
く
二
つ
の
類
型
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
前
者
の
花
押
は
E
型
、
後
者
の
花
押
は
wn
型
と
し
て
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。

重
湯
の
祝
儀
に
関
す
る
御
内
書
が
三
つ
で
は
な
く
二
つ
の
グ
ル

i
プ
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
御
内
書
は
、
元
和
六
年
、
元
和
七

年
、
元
和
八
年
の
い
ず
れ
か
二
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
蜂
須
賀
5
は
九
月
四
日
付
、
蜂
須
賀
6
は
九
月
五
日
付
で
あ
る
こ
と
と
、
家

光
の
名
乗
が
元
和
六
年
九
月
六
日
に
確
定
し
た
こ
と
と
か
ら
、
元
和
六
年
の
可
能
性
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
御
内
書
は
一
克
和
七
年
か
一
冗

和
八
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。

前
者
の
花
押
は
、
下
線
の
起
筆
に
特
徴
が
あ
り
、

一
旦
筆
先
が
強
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
右
の
三
つ
の
膨
ら
み
に
注
目
す
る
と
、
上

の
二
つ
の
膨
ら
み
は
小
さ
く
か
っ
下
の
膨
ら
み
に
鏡
餅
状
に
重
な
り
か
け
て
お
り
、

E
型
か
ら
即
日
型
の
中
聞
に
属
す
る
も
の
と
み
な
し
え
る
。

方
wn
裂
の
花
押
は
、

V
型
の
花
押
と
比
較
し
て
下
線
の
起
筆
が
細
く
、
ま
た
右
の
上
の
二
つ
の
膨
ら
み
は
在
型
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ



ら
に
、

E
型
を

V
型
と
wm
型
の
あ
い
だ
に
、
ま
た
日
型
を
E
型
と
百
型
の
あ
い
だ
に
置
く
こ
と
は
き
わ
め
て
不
自
然
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

E
刑
上
エ
の

百
型
の
花
押
は
一
瓦
和
八
年
の
も
の
と
み
な
し
え
る
。

と
す
れ
ば
九
月
五
ヨ
付
幻
庵
宛
の
毛
利
4
、
九
月
五
日
付
松
平
長
門
守
宛
の
毛
利
口
、
九
月
四
日
付
松
平
千
松
宛
の
蜂
須
賀
5
、
九
月
三
日
付

米
沢
中
納
言
宛
の
上
杉
1
、
九
月
四
日
付
臼
杵
侍
従
宛
の
稲
葉
1
の
御
内
書
は
、
元
和
七
年
の
も
の
、
九
月
七
日
付
幻
者
宛
の
毛
利
5
、
九
月
七

日
付
松
平
長
門
守
宛
の
毛
利
ロ
、
九
月
五
日
付
松
平
千
松
宛
の
蜂
須
賀
6
、
九
月
七
日
付
中
川
内
膳
正
宛
の
中
川
1
、
九
月
五
日
付
松
平
宮
内
少

輔
宛
の
本
法
寺
1
の
御
内
書
は
、
そ
れ
ぞ
れ
元
和
八
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

花
押
は
元
和
七
年
の
も
の
、

細
川
2
の
十
一
月
十
三
日
付
細
川
内
記
(
忠
利
)
宛
の
御
内
書
は
、
前
提
1
・
2
か
ら
一
疋
和
六
年
か
ら
元
和
八
年
の
間
の
も
の
で
あ
る
が
、
花

持
の
型
は
、

E
型
か
ら
町
民
型
の
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
元
和
七
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
本
文
に
「
就
鷹
野
時
分
道
服
庸
着
綿
子
股
引

各
二
到
来
、
色
々
被
入
念
侯
段
欣
悦
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
御
内
書
は
、
家
光
の
鷹
野
に
際
し
て
忠
利
か
ら
贈
っ
た
「
道
服
」
等
に
対
す
る

(
謹
出
家
光
)

の
元
和
七
年
の
条
に
「
是
年
大
納
言
家
、
御
放
鷹
ト
シ
テ
、

礼
状
で
あ
る
。
こ
の
間
の
家
光
の
鷹
野
の
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
『
東
武
実
録
』

河
越
ニ
渡
御
有
リ
」
と
あ
る
の
が
い
ま
の
と
こ
ろ
唯
一
で
あ
る
。
元
和
八
年
に
つ
い
て
は
七
月
二
十
八

E
か
ら
八
月
二
十
九
日
ま
で
川
越
に
出
か

け
て
い
る
が
、
こ
の
川
越
行
は
本
丸
普
請
に
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
細
川
忠
利
が
こ
の
時
点
に
は
江
戸
に
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

川
越
行
が
薦
野
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
持
間
的
ズ
レ
が
大
き
す
ぎ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
御
内
書
の
出
さ
れ
た
十
一
月
十
三
日
が
一
冗

つ
い
で
家
光
が
西
丸
に
移
徒
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
家
光

和
八
年
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
年
の
十
一
月
十
日
に
は
秀
忠
が
西
丸
か
ら
本
丸
に
、

が
鷹
野
に
出
る
状
況
に
は
な
く
、
こ
の
御
内
書
を
元
和
八
年
の
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

島
津
3
の
五
月
二
十
三
日
付
薩
摩
宰
桔
宛
の
御
内
書
の
花
押
は
、

V
型
と
一
致
し
、
元
和
八
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
元
和
八
年
に
二
月
に

暇
を
得
て
、
国
一
疋
に
帰
っ
て
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
り
、
「
音
信
」
を
送
る
に
相
応
し
い
時
期
で
あ
り
、
そ
こ
に
祖
語
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

宗
1
の
十
二
丹
十
八
日
付
宗
対
馬
守
(
義
成
)
宛
の
御
内
書
は
、
前
提
1
・
2
か
ら
元
和
七
年
か
元
和
八
年
の
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に



据
え
ら
れ
た
花
押
を
検
討
す
る
と
、

w型
の
花
押
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宗
ー
は
元
和
七
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
御
内

書
の
本
文
に
は
「
為
音
信
、
鶴
二
国
之
鱗
到
来
、
欣
覚
候
」
と
あ
り
、
義
成
の
在
国
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
義
成
の
元
和
七
年
か
ら
元
和
八
年

(
義
或
)

の
動
向
を
み
て
お
こ
う
。
日
野
資
勝
の

E
記
で
あ
る
「
涼
源
院
殿
御
記
」
の
元
和
七
年
二
月
三
十
日
条
に
「
宗
対
罵
守
殿
京
へ
御
立
寄
も
不
知
候
」

と
あ
り
、
こ
の
日
義
成
が
京
都
を
通
過
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
次
い
で
江
戸
に
い
た
多
賀
社
の
慈
性
の
日
記
(
「
慈
性
日
記
」
)
元
和
七
年
三
月

二
十
七
日
条
に
「
宗
対
馬
御
尋
ニ
テ
金
欄
廿
巻
御
持
参
」
と
あ
り
、
在
江
戸
が
確
認
で
き
、
二
月
三
十
日
の
京
都
通
過
辻
国
元
か
ら
江
戸
に
向
か
っ

(
徳
川
秀
忠
)

て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
「
涼
源
院
殿
御
記
」
元
和
七
年
七
月
三
日
条
に
は
「
対
州
、
去
丹
廿
三
日
将
軍
様
御
暇
出
申
候
、
定
上

洛
之
由
」
と
あ
り
、
六
月
二
十
三
E
に
帰
国
の
暇
の
出
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
同
日
記
同
年
七
月
十
二
日
条
に
「
宗
対
州
へ
、
上
洛
珍
重
之

由
L

と
あ
り
、
義
成
の
上
洛
が
、

つ
い
で
同
日
記
同
年
十
月
八
日
条
に
「
対
州
御
立
ノ
跡
ヘ
参
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
京
都
発
が
確
認
で
き
る
。

(
日
野
輝
資
)

「
涼
源
院
殿
御
記
L

元
和
八
年
三
月
三
日
条
に
「
宗
対
州
伏
見
へ
昨
夕
御
着
、
又
今
日
者
逗
留
之
由
(
中
略
)
唯
心
様
へ
も
書
状
ヲ
言
伝
申
候
」

と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
江
戸
に
い
た
呂
野
輝
資
へ
の
書
状
を
託
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
義
成
が
こ
の
時
江
戸
に
下
向
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
「
涼
源
院
殿
御
記
」
元
和
九
年
六
丹
二
十
二
日
条
に
「
宗
対
州
上
洛
ニ
て
迎
ニ
主
本
を
出
科
ま
で
遣
申
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
時
江

戸
か
ら
上
洛
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
、
一
克
和
九
年
は
江
戸
で
新
年
を
迎
え
た
と
推
定
さ
れ
る
。
以
上
の
義
或
の
居
所
と
行
動
か
ら
、
一
冗
和
七
年
十

一
一
月
は
国
元
、
元
和
八
年
十
二
月
は
江
戸
と
い
う
こ
と
に
去
り
、
音
信
と
し
て
「
鶴
二
、
昌
之
鱒
」
が
家
光
の
も
と
に
贈
ら
れ
る
の
は
元
和
七
年

が
よ
り
相
応
し
い
こ
と
に
な
る
。

加
藤
2
の
六
月
三
日
付
加
藤
式
部
少
輔
(
明
成
)
宛
の
御
内
書
は
、
前
提
1

・
2
か
ら
一
冗
和
七
年
あ
る
い
は
元
和
八
年
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た

そ
の
花
押
は
、

百
型
に
属
す
る
も
の
で
、
こ
の
御
内
書
は
元
和
八
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
宗
義
成
宛
の
梅
内
書
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
家
光

へ
の
「
立
自
信
」
が
大
名
達
が
下
国
し
た
お
り
に
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
加
藤
明
成
は
一
克
和
八
年
は
在
江
戸
で
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
明
成
)

そ
こ
で
こ
の
間
の
明
成
の
居
所
を
辿
っ
て
み
る
と
、

J
m
m
源
院
殿
御
記
」
一
克
和
七
年
四
月
二
十
六
日
条
に
「
加
藤
式
部
少
輔
へ
江
戸
へ
下
向
ニ
付



銭
別
を
遣
申
也
」
と
あ
り
、
ま
た
同
二
十
八
日
条
に
は
「
加
藤
式
部
江
戸
へ
下
向
侯
由
也
」
と
あ
り
、
明
成
が
四
月
二
十
八
日
に
は
京
都
を
発
ち

江
戸
に
向
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
元
和
七
年
の
六
月
三
日
に
は
在
江
戸
と
考
え
て
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
c

元
和
八
年
の
明
成
の

居
所
は
「
涼
源
段
殿
御
記
」
元
和
八
年
正
丹
二
十
九
日
条
に
「
加
式
部
殿
入
を
下
申
候
問
、
揺
子
も
書
状
遣
申
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
在
京
し

て
い
た
こ
と
は
分
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
六
月
時
点
で
の
居
所
を
確
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
元
和
七
年
六
月
に
は
明
成
が
江
戸
に
い
た
こ
と
と
、

こ
の
御
内
書
が
元
和
七
年
か
元
和
八
年
い
ず
れ
か
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
元
和
八
年
と
す
る
花
押
の
型
か
ら
す
る
年
代
推
定
は
よ
り

蓋
熱
性
を
増
す
で
あ
ろ
う
。

加
藤
1
の
三
丹
二
十
九
日
付
加
藤
式
部
少
輔
宛
の
御
内
書
は
、
前
提
1

・
2
か
ら
元
和
七
年
か
ら
元
和
九
年
の
い
ず
れ
か
の
も
の
で
あ
る
。
花

押
の
型
か
ち
元
和
七
年
の
も
の
で
は
な
く
、
元
和
八
年
の
も
の
か
一
冗
和
九
年
の
も
の
で
あ
り
、

四
型
に
近
い
こ
と
か
ら
ひ
と
ま
ず
元
和
九
年
の
も

の
と
し
て
お
く
c

柳
生
ー
は
三
月
二
十
日
付
柳
生
又
左
衛
門
(
宗
短
)
宛
の
家
光
自
筆
書
状
で
あ
る
。

(

兵

法

)

(

相

伝

)

(

楠

生

十

兵

衛

)

家
の
へ
い
は
弘
、
つ
の
こ
さ
す
そ
う
て
ん
之
処
、
満
足
ニ
候
、
い
よ
/
¥
此
故
な
か
ら
、
へ
い
ほ
う
の
儀
能
様
ニ
頼
入
候
、
又
七
郎
議
の
ち
/
¥

(

不

沙

汰

)

(

易

J

ま
て
ふ
さ
た
有
関
敷
候
、
た
と
へ
又
左
衛
門
不
有
候
共
、
七
都
議
ふ
さ
た
有
関
敷
侯
関
、
心
勤
可
存
者
也
、

三
月
廿
日

家
光

(
花
押
)(

{
一
不
矩
)

や
き
ゅ
う
又
右
衛
門

ま
い
る

こ
の
書
状
は
、
守
大
日
本
史
料
』
は
元
和
七
年
の
兵
法
伝
授
の
際
の
も
の
と
し
て
扱
い
、
ま
た
杉
田
定
氏
は
「
多
分
一
疋
和
末
年
カ
寛
、
水
初
年
ノ

モ

ρ
と
し
、
今
村
嘉
雄
氏
は
「
寛
、
水
五
、
六
年
頃
の
も
の
村
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
提
ー
か
ら
元
和
七
年
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
花
押

の
型
は
元
和
七
年
の
も
の
で
も
な
く
、
後
述
す
る
が
寛
永
期
の
花
押
の
型
と
も
大
き
く
異
な
り
、
最
も
近
い
の
は

V
型
の
花
押
で
あ
り
元
和
八
年

一一一一一一



の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

池
田
1
の
五
月
晦
日
付
松
平
新
太
郎
(
池
田
光
政
)
宛
の
御
内
書
の

V
型
に
属
し
、
元
和
八
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

一
一
月
二
十
九
日
付
鞍
馬
妙
寿
院
宛
の
妙
寿
院
1
の
花
押
は
理
型
で
あ

る
こ
と
か
ら
元
和
九
年
、
四
月
五
日
付
の
妙
寿
院
2
の
花
押
は
V
型
で

花
押
も
、

あ
る
こ
と
か
ら
、
元
和
八
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

正
月
十
三
日
付
毛
利
幻
宥
宛
御
内
書
(
毛
利
1
)
と
、
二
月
十
八
日

付
蜂
須
賀
蓬
庵
宛
御
内
書
(
蜂
須
賀
1
)
は
前
提
1
・
2
か
ら
元
和
七

年
、
元
和
八
年
、
元
和
九
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
花

押
の
型
か
ら
す
れ
ば
、

I
型
と
も
耳
型
と
も
、
ま
た
理
型
と
も
異
な
り
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

W
型
に
近
い
が
、
な
お
確
定
し
が
た
い
の
で
し
ば

ら
く
お
く
こ
と
に
す
る
。

以
上
、
花
拝
の
型
を
主
た
る
根
拠
と
し
て
年
代
推
定
を
し
て
き
た
が
、

表
3
は
、
こ
れ
ら
の
成
果
を
踏
ま
え
て
、
時
期
別
の
家
光
花
拝
の
変
遷

を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

五

写
文
書
の
年
代
推
定

三
回

家光の花押の型の変遷(2) 

フじ

宛名
年 手口 元和 7 元和 8 元和 9

6 

月 ⑫ 3 5 6 7 9 11 12 l 3 4 5 6 9 12 2 3 

縞JII 忠利 I E E N 

毛 利 輝 元 I E 震 N V 百

毛 利 秀 就 E 罷 N N V VI 

蜂須賀蓬港 E 

蜂須葉忠英 I E E N V VI 四

上 杉 景 勝 I E 

立 花 宗 茂 N V VII 

島津家久 E N N V 百

排生宗矩 I V 

中JlI久盛 N VI 

松平忠科 N V 

穏 葉 典 通 E 四

池 田 忠 雄 VI 

'万==--立 義或 N 

加 藤 明 成 VI 四

池田党政 V 

妙寿院 V VII 

注.⑫は閏12月のこと O

正
月
十
日
付
紀
伊
中
納
言
宛
御
内
書
(
徳
川
1
)

は
、
前
提
1

・
2
か
ら
元
和
七
年
(
一
六
二
二
以
降
元
和
九
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、

表 3



「
使
者
」
と
あ
る
こ
と
と
元
和
七
年
正
月
は
頼
宣
が
在
江
戸
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
元
和
八
年
か
元
和
九
年
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
と
な
る
。
正

月
十
二
日
付
の
徳
川
2
は
、
前
提
1

・
2
か
ら
一
疋
和
七
年
以
蜂
元
和
九
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
「
便
者
」
と
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す
れ
ば
元
和

七
年
の
も
の
と
な
る
が
、
な
お
元
和
八
年
・
元
和
九
年
の
可
詑
性
も
残
る
。

一
一
月
四
日
付
の
徳
川
3
は
、
前
提
1

・
2
か
ら
元
和
七
年
以
降
一
疋
和
九
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
「
使
者
」
と
あ
る
こ
と
と
一
冗
和
七
年
二
丹
に

は
頼
宣
が
在
江
戸
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
元
和
八
年
か
元
和
九
年
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
と
な
る
。
五
月
二
日
付
の
徳
川
4
、
五
月
三
日
付
の
徳

川
5
は
い
ず
れ
も
端
午
の
祝
儀
に
関
す
る
も
の
、
七
月
六
日
付
の
徳
川
7
、
七
月
七
日
付
の
徳
川
8
は
い
ず
れ
も
七
夕
の
祝
議
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
前
提
1

・
2
よ
り
一
克
和
七
年
か
一
五
和
八
年
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。
六
月
十
六
日
付
の
徳
川
6
は
、
前
提
1

・
2
か
ら
元
和
七

年
か
元
和
八
年
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
り
、
本
文
に
「
使
者
」
と
あ
る
こ
と
と
頼
官
一
の
在
国
と
の
あ
い
だ
に
矛
盾
も
な
い
。

九
月
七
日
付
の
徳
川
目
、
重
陽
の
祝
儀
に
関
す
る
九
月
七

5
付
の
徳
川
口
、
九
月
八
日
付
の
徳
川
ロ
は
、
前
提
1

・
2
か
ら
は
、

い
ず
れ
も
元

和
六
年
、
元
和
七
年
、
元
和
八
年
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
と
な
る
が
、
元
和
六
年
は
家
光
の
名
乗
り
初
め
直
後
で
あ
り
、
ま
た
先
述
し
た
よ
う
に

元
和
六
年
九
月
に
は
な
お
大
名
へ
の
御
内
書
が
発
給
さ
れ
た
例
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
一
冗
和
七
年
か
一
冗
和
八
年
い
ず
れ
か
の
年
の

も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
十
一
月
二
十
五
日
付
の
徳
川
日
は
、
前
提
1

・
2
か
ら
一
克
和
六
年
か
ら
元
和
八
年
の
も
の
で
あ
る
が
、
一
疋
和
六
年
・
元
和

七
年
・
元
和
八
年
と
も
在
国
で
あ
り
こ
れ
以
上
年
代
幅
を
縮
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

十
二
月
二
十
三
日
付
の
徳
川
目
、
十
二
月
二
十
四
日
付
の
徳
川
団
は
い
ず
れ
も
歳
暮
の
祝
儀
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
提
1

・
2
か
ら
元
和

六
年
以
降
元
和
八
年
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
元
和
六
年
の
議
暮
の
祝
議
に
関
し
て
は
閏
十
二
月
二
十
四
日
付
の
御
内
書
(
徳
川
国
)
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
徳
川
日
・
徳
川
誌
は
、
元
和
七
年
か
元
和
八
年
い
ず
れ
か
の
年
の
も
の
で
あ
る
。

三
五
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表
4
は
、
以
上
の
年
代
確
定
・
推
定
の
作
業
の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
初
に
立
て
た
第
一
の
課
題
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
年

代
確
定
・
推
定
の
作
業
に
お
い
て
、
宛
名
と
な
る
人
物
の
居
所
の
確
定
が
年
代
確
定
・
推
定
の
有
力
な
手
段
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

こ
の
点
は
、
大
名
の
江
戸
参
勤
と
在
悶
と
が
繰
り
返
さ
れ
る
江
戸
時
代
に
あ
っ
て
は
概
め
て
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
年
代
確
定
・
推
定
の
手
段
と

し
て
の
第
一

は
、
花
押
の
変
遷
で
あ
る
。
御
内
量
一
闘
の
よ
う
に
大
量
に
発
給
さ
れ
る
文
書
に
お
い
て
は
、
同
時
期
・
問
内
容
と
い
う
性
格
を
持
っ
こ

と
か
ら
、
特
定
時
点
で
の
花
押
の
型
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
花
押
の
変
避
の
信
頼
度
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
の
有

効
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
文
書
の
年
代
推
定
の
た
め
に
居
所
の
確
定
や
花
押
の
変
遷
は
そ
の
基
礎
作
業
と
し
て
根
め
て
重
要
な
も
の
と
な
ろ

、っ。
さ
ら
に
、
家
光
の
御
内
舎
に
則
し
て
い
え
ば
、
「
使
者
」
や
よ
日
倍
」
が
家
光
に
送
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
送
付
者
は
多
く
は
国
元
に
い
る
こ
と

が
ほ
ぼ
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
年
代
推
定
す
る
場
合
の
有
力
な
手
掛
か
り
で
あ
る
。
端
午
・
重
陽
・
成
暮
の
祝
儀
に
関
し
て
は
、
御
内

童
日
の
文
聞
に
は
在
国
か
在
府
か
を
幾
わ
せ
る
丈
一
一
一
一
口
は
み
ら
れ
な
い
。
事
実
、
在
国
で
あ
っ
て
も
在
府
で
あ
っ
て
も
端
午
・
重
陽
・
成
暮
の
祝
儀
は

送
ら
れ
、
御
内
舎
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
年
頭
の
祝
儀
に
つ
い
て
は
、
御
内
書
の
残
り
は
樫
め
て
懇
く
、
か
つ
多
く
の
年
頭
の
祝
儀

に
対
す
る
御
内
書
に
は
「
使
者
」
の
諾
が
合
ま
れ
て
お
り
、
な
お
確
定
は
し
が
た
い
が
、
送
付
者
が
在
悶
し
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
と
す

れ
ば
、
こ
の
事
実
は
、
幕
府
の
儀
礼
に
お
い
て
端
午
・
重
陽
・
歳
暮
の
札
と
年
頭
の
礼
と
の
聞
に
は
こ
の
段
階
に
お
い
て
も
明
確
な
差
異
の
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
後
年
、
端
午
・
重
一
陽
・
歳
暮
の
祝
儀
に
の
み
御
内
警
が
出
さ
れ
、
年
一
鎖
に
は
出
さ
れ
な
く
な
る
背
景
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
が
、
当
初
に
課
題
と
し
た
世
田
札
礼
か
ら
み
た
武
家
社
会
の
一
端
を
み
て
お
こ
う
。
表
5
は
、
家
光



表 4 家光花押文書 1 (編年〉

年号 月 自 書出し 末 名乗 原 花押 奉者 宛名 出典

(元和 6) ⑫ 16 君事之鶴贈給之被入御念 エ40F1、4 家光 写 備{自 〈紀伊〉中執言殿 調内書写

{元和 ⑫ 22 為義暮祝犠小袖二被相 Z，じFρL 家元 京 I 備伯 く米沢〉中納言役 上杉家文書

{元和 6) ⑫ 24 為議暮技量皇小袖二到来 ー董 家光 原 I 備1El 縮111内記現 細川家文書

〈元和 6 ) ⑫ 25 為議暮之祝儀小袖一重 玉"凡J与、 家光 京 I 備f白 宗瑞 毛利家文書

〈元和 6 ) ⑫ 25 為最暮之祝儀小袖二到 也 家光 穿、 I 儲f自 松平子松1:z 蜂須実家文書

(元和 6 ) ⑫ 26 為歳暮祝儀小袖二重婚 I，FoL 、家光 写 備f白 〈紀伊〉中納言穀 御内書写

(元幸B 3 21 新陰流兵法不残相{云喜 也 家光 原 I ナシ 椀生又右衛門とのへ 柳生文書

(元和 7 ) 5 2 為端午祝儀雄子五内単 政"与L、家元 車 E 億f自 宗E語 毛利家丈書

〈元和 5 2 為端午之祝犠維子一単 也 家光 罪 E 傭伯 〈阿波〉松平千松友 蜂須実家文書

〈元和 7) 5 2 為端午之読儀峰子五内 王，じFρL 家光 原 E 備伯 薩摩宰栢宅、 昌幸家文書

{元和 7) 6 7就其許下着為音信湯維 謹 家光 原、 E 儒f自 縮111内記忍 細川家文書

〈元手E 7) 7 1為音{言使者殊道醸五到 五重 家光 原 E 備伯 松平長門守宅 毛科家文書

(元手E 7 ) 7112 就下国為昔信鰹一箱到 也 家光 京 E 儲イ白 蜂庵 蜂須翼家文書

〈元和 9 3為重揚祝議小袖ゴ被相 王dtFムl、e 家光 原 盟 備伯 く米沢〉中納言吠 上杉家文書

〈元和 7) 9 4為重陽寺足犠小袖三到来 也 家光 原 E 儒伯 松平仙松衣 蜂須妻家文書

〈元和 7) 9 4為重揚祝議小禎二到来 言董 家光 影 E 備f白 臼杵侍従忍 揺葉文書

〈元和 7) 9 5為重陽親善皇小袖一重被 工，Fじ，L、家光 穿、 固 備f白 幻庵 毛利家文書

〈元和 9 5為重揚祝議小袖五到来 長董 家光 原 固 傭伯 松平長門守宅 毛利家文書

(元手日 7) 10 11 今度訴労之由無心元御 !~乙ρL 家光 写 井上 く紀伊〉中納言殿 御内書写

〈元手日 11 13 就現草野時分道服宥着綿 言重 家光 家 国 構f自 細川内記忍 細I11家文書

〈元和 7) 12 18 為音イ言鶴二国之鱒到来 也 家光 罪、 N 備f自 宗対馬守1:z 大阪青出短期|

大学所議文書

(元和 7) 12 21 於国本就越年使者殊小 也 家光 穿、 IV 構f自 立花左近夜 立花文書

〈元和 12 23 為最暮之祝儀小袖一重 B，oL 、家光 原 IV 構イ自 幻庵 毛利家文書

〈元和 12 23 為最暮之祝儀小槌五到 五重 家光 理 N 儀イ自 松平長門守担 毛利家丈書

〈元和 12 23 (前欠) Ze心FρL 家光 原、 N 〈薩摩〉宰相殻 島理家文書

(元手E 7 ) 12 24 為議暮祝儀小袖三到来 ー童 家光 原、 N 備イ自 t細1111有記担 細川家文書

〈元和 12 24 為議暮祝議小袖三到来 也 家光 原 IV 犠佑 松平千松~ 蜂須翼家文書

〈元手E 7 ) 12 24 為議暮視最小袖二到来 也 ナシ 影 IV 嬬f自 松平主殿頭とのへ 松平千代子氏

七
〈元和 7) 12 27 為最暮祝議小袖二到来 t主 ナシ 穿、 IV 傭f岳 中111内謄正とのへ 中111家丈書

(元手E 8) 1112 為年頭之祝犠使者殊太 長重 家光 環 N 備f吉 松平長門守主1 毛利家文書

(元手E 8) 1 112 為年頭之祝儀使者殊太 Z，tF与L、家光 京 IV 備f吉 薩牽宰梧~ 島津家文書

〈元手08カ〉 1123 為年頭之祝儀使者殊太 ，刃t与司L、家光 原 つ 構f自 幻j奄 毛利家文書

〈元手08カ〉 2118 為年頭之祝儀小袖コ井 也 家光 穿、 ワ 鰭f岳 蓬安 蜂須賀家文書

〈元手E 8) 4115 恒fJJJ摂持札井{謙三筋flJ士主 ナシ 京 V {轄f岳 〈鞍馬〉妙寿院 鞍馬寺文書

〈元手E 8) 5 l 為端午祝議峰子三之内 ー童 家光 京 V 備f白 立花左近忍 立花文書



〈元和 8) 3 20 家のへい;まうのこさす 也 家光 原 V ナシ やき幼う又右衛門

(元和 8) 5 2 為端午之祝議雑子五内 万，zJUL 家光 原 V 靖f自 幻羅

〈元和 8) 5 2 為場午之祝議維子拾之 謹 家光 原 V 備f白 松平長門守忽

〈元和 8) 5 2 為端午祝議雑子コ之内 也 家光 原 V 矯伯 松平千松~

〈元和 8) 5 3 為端午祝犠峰子三之内 也 ナシ 景5V 講f白 松平主殿頭とのへ

〈元和 8) 5123 為音信沈香五斤被贈之 刃，t:もh 家光 原 V 犠伯 〈薩牽〉宰棺~

〈元和 8) 5130 為音信奈良酒二樟串抱 也 家光 原 V 婿f白 松平新太郎夜

〈元和 8) 6 3 為音信道後酒五樟鰹節 也 ナシ 最3V 矯f白 加藤式部少轄とのへ

〈元和 8) 7127 就愛許相移挟早々使者 刃，1.:もh 家光 写 婿伯 〈紀伊〉中納言殿

〈元和 8) 9 5 為重陽之説議小袖三flj 也 家光 原 VI 錆f自 松平千松~

〈元和 8) 9 5 為重陽祝儀小福二到来 言董 家光 景5 VI 構{自 松平宮内少轄紅

〈元和 8) 9 7 為重陽之祝議小袖一重 Z，aJRU A 家光 原 VI 講伯 幻庵

〈元和 8) 9 7 為重陽之f圭兆小橋五到 言董 家光 原 VI 欝f白 松平長門守忍

〈元和 8) 9 7 為重陽祝犠小韓三到来 士包 ナシ 原 VI 嬬f自 中1111今韓正とのへ

〈元和 8) 12 24 為歳暮祝儀小祐二到来 世 家光 原 vn 錆f白 松平千訟とのへ

〈元和 8) 12 24 為最暮祝犠小韓三到来 員童 家光 原 vn 鵠f白 立花左近丞忍

〈元和 8) 12 24 為歳暮祝犠4、捨五被贈 王s仁尺ρ， 家光 原 vn 錆伯 〈護牽〉宰想~

〈元和 8) 12 24 為歳暮祝犠小謡一重郵 謹 家光 最2vn 講f自 〈臼宇都侍従む

〈元和 9) 2129 恒例祈祷之札井嬢三筋 也 ナシ 原 vn 婿{自 〈鞍罵〉妙寿院

〈元和 9) 3129 為音信小袖五井国之語 也 ナシ 影 vn 錆{岳 加藤式部少轄夜

(元和 8カ 9) 1110 為年頭之祝議穫者殊太 エ，l凡;.， 家光 写 錆f白 〈紀伊〉中納言殿

(元和 7-9) 1112 為年頭之祝犠太万一腰 刀，t:もU 家光 写 舗f白 〈紀伊〉中納言殿

(元和 8カ 9) 2 4 為使者被差越松平久太 エ，l凡;.， 家光 写 婿f岳 く紀伊〉中耕言殿

(元和 7カ 8) 5 2 為端午之祝儀雄子単物 王，t凡:ρ 家光 写 備位 〈紀伊〉中納言殿

(元和 7カ 8) 5 3 為端午之祝議雑子五之 刃，CもU 家光 。~ 構f白 〈紀伊〉中納言殿

(元和 7カ 8) 6116 為御音イ言{吏者殊奈良酒 刃，t:もU 家光 号~・ 情f白 〈紀伊〉中納言殿

(元和 7カ 8) 7 6 為七夕之視犠黄金十両 刃，CもU 家元 写 靖f自 〈紀静〉中納言殿

(元和 7カ 8) 7 71~生見玉祝犠薫金拾両 刃A与司L、家光 写 情伯 〈紀伊〉中納言殿

(元和 7カ 8) 9 7 為見廻イ吏者殊奈長酒二 王，毛凡与、 家光 写 錆f白 〈紀伊〉中納言殿

(元和 7カ 8) 9 7 為重陽之祝詞小袖二重 刃，1.:司eし、家光 写 積f白 〈紀伊〉中耕言殿

(元和 7カ 8) 9 8 為重陽祝最小袖二重贈 王.t凡:..' 家光 写 舗f色 〈紀伊〉中耕言殿

(元和 6-8) 11 25 奈良新酒朝準贈給之祝 王，じ凡.、 家光 写 婿f白 〈紀伊〉中納言殿

(元和 7カ 8) 12 23 為歳暮之祝議小袖二重 刃.t与も、家元 写 横f白 〈紀炉〉中納言殿

(元和 7カ 8) 12 24 為歳暮祝議小袖二重贈 刃，t:も与、 家光 写 備伯 〈紀伊〉中納言殿

注.年号の( )は第一階梯、< )は第二階梯での推定。

⑫は間12月のこと O

止の欄は、文末の書止文言のことで、「恐」は「恐々謹言」、「謹」は「謹言j の略記。

原の欄の、「原」は原本、守んは影写本、「写」は写本の略記。

奉者の捕の「犠佑」 は酒井編後守忠利・青山伯香守患俊の略記。

宛名の捕のく 〉は、脇付であることを示す。

梼生文書

毛利家文書

毛利家文書

蜂須賀家文書

松平千代子氏

島津家文書

池田家文産

水口加藤文書

f諒内書写

蜂須賀家文書

本法寺文書

毛利家文書

毛利家文書

中JIl家文書

蜂須賀家文書

立花文書

島津家文書

稲葉文書

鞍馬寺文書

水口加藤文書

御内書写

{舘内書写

f部内書写

f部内書写

{誇内書写

御内書写

f部内書写

御内書写

御内書写

御内書写

f諦内書写

{籍内書写 ノl

御内書写

f部内書写



大納言時代の家光の書札礼

姓名 官f立 官職 品 書止文言 名豪 敬語 殿

{~JII 頼宣 従二位 中納言 56 恐々謹言 O O 
上杉景勝 従二位 中納言 30 恐々謹言 O O 点人
毛利輝元 従二位 中納言 E言 恐々謹言 {。 O 
島幸家久 従四位下 参議 61 恐々謹言 O O 点久
毛科秀説 詫匝位下 侍従 37 謹言 O × 記

池毘忠雄 従四位下 侍従 32 謹言 O × 主1

立花宗茂 2 徒四位下 侍従 11 謹言 O × 忍

細川忠利 従五位下 侍従 40 謹言 O × そユ

稲葉典通 従五位下 待従 5 謹言 O × ヂ~¥ 

立在宗茂 1 従四位下 侍従 11 也 O × 夜

ι刀う三 義成 徒四位下 {寺従 1 也 O × 正之

池田光政 無f立 蕪宮 54 也 O × 毛Z
蜂短賀忠、英 1 無{立 無官 26 也 O × 毛と

蜂須賀家政 徒五位下 諸大夫 Eき 也 O × 

蜂須賀忠英2 無{立 蕪官 26 也 O × と

柳生宗短 無投 無官 也 O × と

加藤明成 2 徒五位下 諸丈夫 品ヰ 邑 × × 毛え

中JII 久盛 提五位下 諸大夫 7 也 × × と

加藤明成 l 従五位下 諸大夫 品毒 也 × × と

松平忠干IJ 徒五位下 諸大夫 3 t邑 × × と

の
御
内
主
目
の
奉
者
が
酒
井
忠
利
・
青
山
忠
俊
の
二
人
で
あ
っ
た
元

注. f立階・官職は F響、JlI諸家系譜JJ Ii完成重11説者家譜』によったっ

高の欄の数字は、万石、 rli言、j は ~ê，居、「嗣」は家督相続以前

を示す。

に受
任 け
官る
す 以
る前
7うf の
兼 元
職 和
で 九
あ年
り三

茎豆
本 i

品 五

右自

Ft 
;i Fを
坊主 イち
クι4巧

化 E
は主二

三昼
o )1.、

和
六
年
二
六
二

O
)
九
月
か
ら
忠
世
へ
と
交
替
す
る
元
和
九
年

四
月
ま
で
の
期
間
に
御
内
書
を
受
取
っ
た
も
の
の
官
位
と
書
札
上

の
特
徴
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
発
給
者
で
あ
る
家
光
の
こ
の
関
の
地
位
の
変
化
を
確
定

し
て
お
く
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
家
光
が
実
質
的
に
大
納
言

と
な
っ
た
の
は
元
和
六
年
九
月
の
こ
と
で
あ
る
つ
位
階
に
つ
い
て

は
、
従
三
位
・
正
二
一
位
叙
径
の
正
確
な
時
期
は
判
明
し
な
い
が
、

大
納
言
任
官
と
同
時
と
考
え
て
お
き
た
い
。
家
光
は
将
軍
宣
下
を

ま
た
、
幕
府
内
に
お
い
て
も
世
継
と
し
て
の
地
位
に
も
変
化
は
な

い
。
以
上
を
前
提
と
し
て
表
5
を
み
て
い
く
と
、
家
光
の
こ
の
期

間
の
書
札
礼
に
は
五
つ
の
か
た
ち
が
み
ら
れ
る
。
書
札
の

1
は
、
書
止
文
言
が
「
恐
々
謹
言
L

し
、
殿
(
役
)

表 5

で
家
光
の
名
乗
が
書
か
れ
、
相
手
に
敬
語
を
使
用

の
書
体
は
最
も
措
書
に
近
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
書
札
の

2
は
、
「
謹
ニ
一
一
三
、
名
乗
、
敬
語
の
非
使
用
、
殿
(
忍
)

る
も
の
、

書
札
の
3
は、

「
也
¥
名
乗
、
敬
語
の
非
使
用
、
殿
(
夜
)

語
の
非
使
用
、

「
と
の
へ
」

が
行
書
と
な

の
文
字
が
い
っ
そ
う
山
期
さ
れ
た
も
の
、
書
札
の

4
は、

「
也
」
、
名
乗
、
敬

の
も
の
、
書
札
の

5
は、

「
告
」
、
名
乗
な
し
、
敬
語
の
非
費
用
、

の
も
の
で
あ
る
。

い
く
つ
か
の
例
外
が
み
ら
れ
る
が
、

「
と
の
へ
」

書
札
の
お
お
よ
そ
の
傾
向
は
、
童
日
札
1
は
参
議
以
上
、
書
札
2
は
侍
従
以
上
、
書
札
3
は
加
熱
泣
無
官
の
毘

九



四
O 

持
大
名
、
書
札
4
は
無
位
蕪
官
の
国
持
大
名
で
一
冗
報
以
前
の
も
の
と
鰐
術
指
南
で
あ
る
柳
生
な
ど
特
異
な
も
の
、
書
札
5
は
従
五
位
下
諸
大
夫
と

い
う
こ
と
が
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
中
執
言
・
参
議
・
侍
従
と
い
っ
た
官
職
が
優
先
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
従
四
位
下
よ
ち
従
五
位
下
侍
従
の
ほ

う
が
書
札
札
は
一
厚
く
、
位
指
は
書
札
札
に
お
い
て
は
従
属
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
国
持
ク
ラ
ス
の
大
名
は
、

無
位
無
官
で
あ
っ
て
も
、
従
五
位
下
諸
大
名
よ
り
も
書
札
の
う
え
で
は
厚
く
あ
っ
か
わ
れ
て
お
り
、
書
札
の
世
界
に
武
士
独
自
の
序
列
も
反
映
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
立
花
宗
茂
1

・
宗
義
成
の
併
の
よ
う
に
従
四
位
下
侍
徒
で
あ
り
な
が
ら
書
札
3
の
例
が
み
ら
れ
る
が
、

確
に
し
え
な
い
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注
(
I
)
中
村
孝
塩
『
徳
川
家
康
文
書
の
研
究
』
(
日
本
学
術
振
興
会
一
九
五
八
年
i

一
九
六

O
年
)
、
議
川
義
宣
『
新
穆
徳
川
家
棄
文
書
の
研
究
』
(
徳
川
黍
明

会
一
九
八
三
年
)
。
豊
臣
秀
吉
に
関
す
る
も
の
と
し
て
は
、
二
一
鬼
清
一
部
「
豊

臣
秀
吉
文
書
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
(
『
名
吉
屋
大
学
文
学
部
研
究
論
集
』

史
学
三
四
一
九
八
八
年
)
、
三
鬼
清
一
郎
『
豊
臣
秀
吉
文
書
目
録
』
(
名
言

霊
大
学
文
学
部
一
九
八
九
年
)
、
同
『
豊
臣
秀
吉
文
書
目
録
(
補
遺
I
)
』

(
名
古
室
大
学
文
学
部
一
九
九
六
年
)
、
小
林
清
治
『
秀
吉
権
力
の
形
成

書
札
札
・
禁
制
・
域
郭
致
策
』
(
東
京
大
学
出
版
会
一
九
九
四
年
)
が
あ
る
c

(
2
)

『
古
文
書
研
究
』
四
一
一
一
号
一
九
九
六
年
。

(
3
)
「
学
習
院
大
学
史
料
館
紀
要
』
第
八
号
一
九
九
五
年
。

(
4
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
。
以
下
、
「
絹
川
家
文
書
」
の
御
内
書
は
間
写

真
帳
に
よ
っ
た
。

(
5
)
高
橋
修
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
御
内
書
に
つ
い
て
の
研
究

史
を
概
観
し
た
う
え
で
、
「
御
内
書
と
は
将
軍
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
権
威
・

権
力
を
握
っ
た
武
家
の
棟
梁
が
発
給
す
る
書
状
様
式
の
文
書
で
あ
る
、
と
。

い
ま
そ
の
要
因
を
明

さ
ら
に
そ
の
形
式
が
整
い
将
軍
自
身
あ
る
種
の
機
構
化
が
進
む
と
、
ひ
ら
が
な
穫
期

頻
度
の
多
寡
が
指
標
と
な
っ
て
書
状
と
御
内
書
に
分
化
し
た
と
患
わ
れ
る
」
(
一
六
頁
)

と
さ
れ
る
。
前
段
に
つ
い
て
は
、
「
評
軍
就
任
以
前
の
家
光
発
給
御
内
書
」
(
二
七
頁
)

と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
含
め
て
大
き
な
異
論
は
な
い
の
で
、
本
稿
で
も
評
軍
就

職
請
の
も
の
も
「
御
内
書
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
c

後
段
に
つ
い
て
は
、
氏
は
寛
、
水

十
二
年
(
一
六
三
五
)
正
月
十
六
日
付
の
伊
達
政
宗
宛
の
家
光
「
御
自
筆
ノ
御
書
」

(
『
伊
達
治
家
記
録
』
の
表
現
)
を
舗
内
書
と
書
状
の
区
別
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
寛
永
十
八
年
七
月
五
日
付
で
大
老
濯
井
忠
勝
に
宛
て
た
家
光
の
昌
筆
の
書

(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
「
酒
井
家
文
書
ヘ
山
本
博
文
「
新
発
見
の
小
浜
酒
井
家

文
書
」
〈
『
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
九
七
年
〉
参
照
)
を

酒
井
志
勝
告
ら
が
包
み
封
を
し
た
包
紙
に
「
寛
永
十
八
己
ノ
七
月
五
日
当
日
卯
御

岳
筆
之
侮
内
書
封
(
忠
勝
黒
印
ご
と
記
し
た
よ
う
に
、
家
光
吉
筆
の
板
名
ま
じ

り
の
書
状
を
「
御
内
書
」
と
呼
ん
で
い
る
。
と
す
れ
ば
、
氏
の
主
張
は
成
立
し
が
た
い
む

む
し
ろ
「
ひ
ら
が
な
使
用
頻
度
の
多
寡
」
と
さ
れ
た
文
書
の
差
異
は
、
伽
陣
内
書
か
書

状
か
の
区
到
で
は
な
く
、
自
筆
か
右
筆
書
で
あ
る
か
の
違
い
を
反
映
し
た
も
の
と
見

殺
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



(
6
)
御
内
書
の
文
末
に
「
某
可
申
候
」
と
み
え
る
人
物
に
つ
い
て
は
、
大
野
充
彦

氏
は
「
江
戸
幕
府
発
給
文
書
に
つ
い
て
」
(
『
土
佐
藩
主
山
内
家
竪
史
資
料
目
録
』

高
知
県
教
青
委
員
会
刊
一
九
九
一
年
)
に
お
い
て
「
奉
者
」
、
上
野
秀
治
氏

は
前
掲
論
文
に
お
い
て
「
披
露
人
へ
高
構
修
氏
は
諒
掲
論
文
で
「
御
内
書
発

給
取
扱
入
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
筆
者
も
『
中
山
家
文
書
』
(
神
戸
大
学
文

学
部
自
本
史
萌
究
室
編
臨
川
書
吉
一
九
八
七
年
)
の
解
題
で
「
取
次
者
」

と
表
現
し
た
が
、
い
ず
れ
も
決
定
的
な
根
拠
が
一
不
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。

こ
こ
で
「
奉
者
」
と
し
た
の
は
、
『
東
武
実
諒
』
(
『
内
閣
文
産
所
蔵
史
籍
叢
刊

1

・
2
』
汲
古
書
院
一
九
八
一
年
所
収
)
に
大
名
宛
の
御
内
書
を
「
奉
書
」

と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
と
り
あ
え
ず
の
根
拠
と
す
る
が
、
な
お
検
討
の
余
地

は
あ
ろ
う
。

(
7
)
笹
川
秀
忠
討
年
寄
、
穂
川
家
光
付
年
寄
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
揺
著
『
江
戸

幕
府
老
中
制
形
成
過
程
の
萌
究
』
(
校
倉
書
房
一
九
九

O
年
)
の
第
一
章
、

第
二
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
8
)
「
家
光
公
御
詰
下
書
」
(
内
障
文
庫
蔵
)
に
、

源
朝
臣
家
元

右
可
従
三
位

(
中
略
)

元
和
六
年
正
丹
五
呂

(
下
略
)

と
あ
る
。

ま
た
、
「
菊
亭
文
書
L

(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
)
に
、

家
光
公

元
和
六
年
正
見
五
日
叙
正
三
位

と
あ
る
(
『
大
日
本
史
科
』
一
一
一
編
三
三
ー
一
一
一
頁
。

(
9
)
『
本
光
国
師
日
記
』
は
、
本
積
で
は
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
副
島
種
経
校
一
訂
『
新

訂
本
光
国
諦
日
記
」
(
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
七

O
年
)
を
用
い
た
。

(
日
)
『
内
閣
文
産
所
蔵
史
籍
叢
刊
一
泊
』
(
汲
古
書
院
一
九
八
六
年
)
所
収
。

(
日
)
『
本
光
匡
師
E
記
』
元
和
二
年
六
月
十
一
日
条

D

(
ロ
)
『
寛
政
重
修
諾
家
譜
』
二
二
i
二
二
七
頁
の
培
次
の
項
に
「
(
元
和
)
三
年
七

月
期
日
卒
す
」
と
あ
る
む
な
お
、
本
稿
の
用
い
た
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
は
、

続
群
書
類
従
完
成
会
編
の
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
(
一
九
六
五
年
)
で
あ

母
、
巻
数
・
頁
は
こ
れ
に
よ
っ
て
示
し
た
。

(
日
)
『
・
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
一
一
一

i
八
八
頁
の
忠
授
の
項
に
「
(
一
瓦
和
九
年
)
十
月

十
九
日
ゆ
へ
志
り
て
御
気
色
か
う
ぶ
り
て
所
領
を
部
ら
れ
、
岩
視
域
を
あ
ら

た
め
、
上
総
盟
大
多
喜
域
に
移
さ
れ
二
万
石
の
地
を
た
ま
お
る
」
と
あ
る
。

(
慾
山
川
秀
忠
)

(
は
)
『
東
武
実
録
』
一
瓦
和
九
年
二
月
是
月
の
条
に
「
公
ノ
鈴
命
ヲ
奉
テ
酒
井
雅
楽
頭

(
植
砂
川
川
家
光
)

忠
世
大
納
言
家
ニ
奉
仕
ス
」
と
あ
る
。

(
日
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
二
i
三
頁
の
忠
世
の
項
に
「
(
元
和
)
九
年
二
月
お
ほ

{
笹
川
川
家
光
)

せ
に
よ
り
て
大
猷
院
殿
に
つ
か
へ
た
て
ま
つ
る
」
と
あ
る
。

(
時
)
「
天
英
公
御
書
写
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
本
)
。

(
口
)
な
お
三
河
吉
田
城
主
で
当
時
国
一
冗
に
い
た
松
平
忠
利
の
日
記
(
「
忠
利
日
記
」

『
豊
橋
市
史
』
第
六
巻
一
九
七
六
年
所
収
)
の
元
和
九
年
五
月
二
日
条

(
徳
川
家
光
)

に
「
大
納
言
様
へ
御
付
侯
衆
童
目
立
こ
し
申
挟
」
と
あ
り
、
ま
た
『
本
光
国
部

日
記
』
同
年
五
月
六
日
条
(
崇
伝
在
京
都
)
に
「
大
納
言
様
へ
御
付
接
待
衆

童
目
付
来
ル
」
と
あ
り
、
忠
世
の
名
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
時
期
に

新
た
に
家
元
に
付
け
ら
れ
た
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
国
見
二
十
二

日
説
を
補
強
し
て
く
れ
る
。

(
話
)
東
京
大
学
総
合
図
書
館
義
「
権
現
隷
台
徳
毘
様
大
獣
民
様
御
内
書
写
」
c

東
京

大
学
史
料
編
纂
所
写
真
張
に
よ
る
。

(
日
)
『
徳
川
川
諸
家
系
譜
』
(
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
七
四
年
)
二
i
二
三
七
頁

の
頼
宣
の
項
に
「
寛
永
三
年
八
月
十
九

5
叙
従
二
位
任
大
納
言
」
と
あ
る
。

(
お
)
家
充
の
こ
の
時
期
の
居
所
と
行
動
に
つ
い
て
は
、
藤
井
譲
治
「
徳
山
家
光
の

屠
所
と
行
動
」
(
『
近
世
前
期
政
治
的
主
要
人
物
の
居
所
と
行
動
』
京
都
大
学

国



人
文
科
学
研
究
所
調
査
報
告
三
七
一
九
九
四
年
)
を
参
照
。

(
幻
)
高
橋
修
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
「
将
軍
就
任
以
前
の
家
光
発
給
調
内
書
に

は
家
元
付
年
寄
で
あ
る
酒
井
忠
行
(
寸
忠
行
」
で
は
な
く
「
忠
利
」
で
あ
る

i

藤
井
注
)
と
青
山
忠
稜
の
二
人
が
御
内
書
発
給
事
務
の
任
に
あ
た
っ
て
い
た

事
が
わ
か
る
。
家
光
が
将
軍
に
な
る
と
本
丸
筆
頭
年
寄
で
あ
る
酒
井
忠
世
に

と
っ
て
代
わ
り
」
(
二
七
夏
)
と
さ
れ
て
い
る
が
、
厳
密
に
は
将
軍
就
職
以
前

に
奉
者
辻
酒
井
忠
和
・
青
山
忠
俊
の
二
人
か
ら
酒
井
忠
世
に
代
わ
っ
て
い
る
。

(
幻
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
。

(
お
)
『
棉
考
輯
録
』
(
出
水
神
社
一
九
八
九
年
)
巻
二
九
に
「
(
一
瓦
和
八
年
)
十
二

月
、
秀
忠
公
之
命
ニ
依
て
越
中
守
と
御
改
被
或
張
、
同
廿
三
百
七
出
一
行
御
登

域
、
御
礼
被
仰
上
候
」
と
あ
る
。
な
お
、
い
ま
の
と
こ
ろ
「
越
中
守
」
の
初

見
は
同
年
十
二
月
二
十
五
日
付
の
緒
川
忠
興
書
状
(
『
大
日
本
近
世
史
料
細

川
家
史
料
』
〈
以
下
『
細
川
家
史
料
』
と
記
す
〉
二

i
三
五
三
号
)
の
宛
名
で

あ
り
、
「
内
記
」
の
最
終
は
同
年
十
二
月
十
四
日
付
細
川
忠
興
書
状
の
苑
名
で

あ
る
む

(
泊
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
東
京
大
学
出
版
会
一
九
六
九
年
I
続
刊
中
。

(
お
)
五
丹
五
弓
細
川
川
忠
輿
宛
緒
川
忠
利
披
露
状
に
「
尉
廿
八
日
ニ
出
船
仕
、
昨
日

吉
田
へ
罷
著
侯
」
(
『
細
川
家
史
粍
』
一
SEEl-

一
九
二
号
(
尉
)
)
と
あ
る

G

(
怒
川
秀
中
心
)

(お
)
τ

緯
考
輯
録
』
元
和
五
年
条
に
「
五
月
将
軍
縄
入
洛
ニ
付
十
郎
、
四
月
廿
八
日
中

津
御
出
船
、
五
月
四
日
吉
田
綱
着
被
成
接
、
ゆ
る
り
と
御
在
京
侯
て
、
秋
冬
之
比

江
戸
江
御
下
り
被
成
挟
L

と
あ
る
。

(
幻
)
『
細
川
家
史
耗
』
一
!
二
二
六
号
。

(
お
)
「
紹
出
家
文
書
」
に
次
の
よ
う
な
江
戸
幕
府
年
寄
連
署
奉
書
が
あ
る
。

尚
々
い
つ
も
よ
り
ハ
侮
煩
承
引
候
陽
、
早
々
御
越
候
戸
鶴
見
廻
可
然
候
、

以
上
、

(
細
川
忠
興
)

為
上
意
・
申
入
候
、
羽
越
中
守
毅
御
持
病
致
再
発
、
散
々
之
御
気
色
ニ
張
、
設
其
従

儲
持
能
被
一
仰
一
村
、
廷
寿
毘
な
と
生
々
-
療
治
ニ
錦
塵
候
へ
共
、
扶
…
与
傷
験
気
も
無
傷

四

産
ニ
付
、
右
之
通
可
申
入
之
旨
御
誌
ニ
候
、
此
震
之
御
煩
者
い
つ
も
ニ
棺
替
侯

由
、
被
付
居
侯
衆
も
被
申
事
長
関
、
調
越
長
雨
一
樽
見
廼
可
然
存
侯
、
恐
々
護
言
、

(
元
秘
六
年
)

間
四
十
二
丹
十
二
日

安
藤
対
罵
守

重
信
(
花
押
)

土
井
大
炊
助

利
勝
(
花
押
)

本
多
上
野
介

正
純
(
花
押
)

謂
井
雅
楽
頭

忠
世
(
花
搾
)

(
忠
利
)

紐
川
内
記
殿

(
お
)
元
和
六
年
間
十
二
月
二
十
一
日
付
長
詞
式
部
少
輔
等
宛
絹
川
忠
利
書
状
に
「
我
等
ハ

今
夜
出
船
申
候
関
L

と
あ
る
(
『
綿
考
輯
録
』
巻
二
八
)
。

(
お
)
『
大
吉
本
吉
記
録
梅
津
致
景
吾
記
』
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
一
九
五
三
年
i

一
九
六
六
年
)
五
。
以
下
、
『
梅
津
政
景
日
記
』
と
略
称
す
る
。

(
註
)
『
緯
考
輯
録
』
巻
二
九
は
、
忠
利
の
江
戸
着
を
正
月
二
日
と
し
て
い
る
が
、
『
高
津
致

景
日
記
』
の
記
事
が
伝
聞
で
は
な
く
、
細
川
忠
利
自
ら
の
通
報
で
あ
る
こ
と
か
ら
正

月
六
日
を
採
用
す
る
。

(
詑
)
『
綿
考
輯
録
』
巻
二
九
。

(
お
)
「
縮
川
家
史
料
』
一
!
二
八
三
号
。

(
誕
)
「
泰
重
騨
記
L

(

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
)
。

(
お
)
『
東
武
実
録
』
で
の
「
奉
書
」
は
、
通
例
の
御
内
書
の
意
で
あ
る
。
当
時
の
用
法
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。

(
お
)
『
大
自
本
史
料
』
一
二
編
=
一
七
は
、
一
克
和
七
年
五
丹
三
日
条
に
「
幕
唐
、
豊
前
小
倉

城
主
縮
財
忠
利
ニ
暇
ヲ
給
ス
、
尋
デ
、
忠
利
、
江
戸
ヲ
発
シ
テ
、
国
ニ
帰
ル
し
と
の

縞
文
を
立
て
、
忠
利
の
曜
の
司
を
五
月
三
日
と
す
る
が
、
『
東
武
実
録
』
の
記
事
の

解
釈
に
誤
り
が
あ
る
。



(
幻
)
「
細
川
家
史
料
L
八
l
七
五
号
む
な
お
、
「
本
光
国
師
日
記
』
一
疋
和
七
年
十
二

月
十
四
百
条
(
崇
伝
在
江
戸
)
に
「
組
問
内
記
殿
下
著
」
と
あ
る
c

(
お
)
「
縄
問
家
史
料
』
二
i
三
六
回
号
。

(
お
)
守
細
川
家
史
料
』
九
i

一
一
一
一
一
号
己

(
羽
)
妨
府
毛
利
報
公
会
博
物
館
載
。
な
お
、
毛
利
家
文
書
辻
、
一
部
が
『
大
百
本

占
文
書
毛
利
家
文
書
』
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
、
以
下
、
『
毛
初
家
文
書
』

と
略
記
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
御
内
書
を
は
じ
め
な
お
多
く
史
料

が
伝
来
し
て
い
る
(
『
山
口
県
歴
史
資
料
調
査
報
告
書
第
二
集
I

毛
利
家
竪

史
資
料
目
録
i
古
文
書
・
典
籍
編
!
L
出
口
県
教
育
委
員
会
一
九
八
一
一
一
年
)
。

な
お
、
本
一
稿
で
辻
、
原
本
の
写
真
を
使
用
し
た
が
、
便
宜
の
た
め
『
毛
利
家

文
書
』
の
巻
号
と
文
書
番
号
を
適
宣
注
記
し
た
。

(
川
町
)
『
室
政
重
修
諸
家
譜
』
一

O
ー
二
二
回
言
、
。

(
位
)
同
前
。

(お
)
τ

毛
和
家
文
書
L
三
i

一
O
八
七
号
。

(
必
)
一
瓦
和
九
年
七
月
以
降
、
奉
者
が
酒
井
忠
世
で
あ
る
家
光
銅
内
書
の
宛
名
辻
い

ず
れ
も
「
幻
庵
」
で
あ
る
(
寸
毛
利
家
文
書
L
)
。

(
K
M
)

『
毛
利
家
文
書
L
三
l
一
一
一

O
号
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
年
代
推
定
は
な
さ

ー
て
い
な
い
口

(
必
)
『
毛
利
家
文
書
』
回
i
一
四
国
三
号
。

(
訂
)
『
大
日
本
史
料
』
一
一
一
編
二
一
七
i
七
二
頁
。

(
特
)
京
都
大
学
文
学
部
吉
文
書
室
議
「
江
戸
幕
宥
朱
黒
印
内
書
留
」
:
こ
の
秀

忠
公
御
内
書
の
票
本
は
「
毛
利
家
文
書
」
に
残
さ
れ
て
い
る
。
「
毛
科
家
文
書
』

に
辻
コ
一
ー
一

O
八
二
号
文
書
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
年
代
誰
定
は
な
さ

れ
て
い
な
い
c

(
必
)
「
毛
和
氏
自
代
実
諒
考
証
論
断
」
(
『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
毘
九
i
三
頁
)
。

(
日
)
「
萩
藩
間
関
録
』
巻
一
七
の
児
玉
三
郎
右
衛
門
の
冊
に
「
鬼
玉
若
猿
守
一
瓦
忠

小
二
部
三
部
左
衛
門
一
瓦
和
九
年
正
月
甘
日
死
」
と
あ
る
。

(
白
)
『
毛
利
家
文
書
』
回
i
一
四
一
ム
ハ
号
。

(
臼
)
『
毛
利
家
文
書
』
三
i
一
一

O
二
号
。

(
臼
)
国
立
史
料
舘
載
。

(
弘
)
コ
寛
政
重
穆
諸
家
譜
』
六
l

二
回
医
頁
の
忠
英
の
項
に
「
(
元
和
)
九
年
九
月

十
5
御
前
に
を
い
て
元
服
し
、
(
中
略
)
従
四
位
下
阿
波
守
に
叙
任
す
」
と
あ

る
c

(
日
)
「
蜂
須
賀
家
文
書
」
八
九
三
j

二
二
。
番
号
詰
国
立
史
料
館
の
史
料
番
号
、
以

下
閉
じ
。
宛
名
の
「
蜂
庵
」
辻
こ
の
時
期
に
一
次
的
に
幕
府
史
料
に
み
ら
れ

る
が
、
以
降
は
「
蓬
羅
」
の
表
記
と
な
る
。
な
お
、
こ
の
蜂
庵
宛
の
御
内
書

は
高
橋
前
揚
論
文
に
は
落
ち
て
い
る
。

(
日
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
六
i

二
四
三
頁
の
至
鎮
の
項
に
「
(
一
瓦
和
)
六
年
二
月

二
十
六
日
徳
島
に
卒
す
」
と
あ
る
。

(
訂
)
二
通
と
も
「
蜂
須
賀
侯
爵
家
文
書
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
、
『
大

日
本
史
料
L
一
二
編
三
コ
一
i
二
二
一
一
頁
)
c

な
お
、
こ
れ
ら
の
御
内
書
は
国
立

史
料
館
蔑
の
蜂
須
賀
家
文
書
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

(
日
)
「
蜂
須
賀
侯
爵
家
文
書
」
(
『
大
日
本
史
料
L
一
二
編
=
一
回
i
二
四
七
夏
)
。
こ

の
御
内
書
も
国
立
史
料
館
蔵
の
蜂
須
賀
家
文
書
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
な

お
、
『
東
武
実
録
』
に
辻
「
同
(
八
月
)
二
十
八
吾
、
蜂
須
糞
蓬
培
、
松
平
千

松
習
性
対
一
一
、
連
札
ノ
奉
書
ヲ
賜
リ
、
瀬
ク
寒
天
ニ
向
、
其
上
千
松
久
々
ニ

テ
帰
国
タ
ル
ノ
問
、
領
国
ニ
於
テ
越
年
仕
、
来
年
ニ
至
テ
参
勤
ノ
節
ヲ
窺
ヒ

参
府
致
ス
ヘ
キ
ノ
由
ヲ
侮
出
サ
ル
」
と
あ
る
。

(
日
)
『
東
武
実
録
』
同
日
条
。

(
m
w
)

「
江
戸
幕
府
朱
黒
印
内
書
留
」
で
は
「
ニ
布
」
が
「
に
需
」
、
「
国
一
瓦
」
が
「
国

許
」
、
「
議
」
が
寸
法
者
」
な
ど
文
字
に
細
か
な
違
い
が
み
ら
れ
る
も
の
も
、
基

本
的
に
詰
異
な
ら
な
い
。

(
出
)
『
細
川
家
史
料
』
一

i
二
八
一
号
。

(
位
)
『
細
川
家
史
料
』
一
!
二
八

O
号。

四



(
臼
)
な
お
『
本
光
国
師
日
記
』
元
和
七
年
五
丹
二
十
二

E
条
に
「
阿
州
川
首
座
へ

書
状
遣
ス
、
(
中
略
)
蓬
産
・
千
松
殿
へ
御
心
得
頼
入
と
申
遣
ス
」
と
あ
り
、

こ
の
時
点
で
蓬
毒
は
阿
波
に
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
確
定
し
が
た
い
。

(
斜
)
元
和
七
年
後
半
か
ら
元
和
八
年
前
半
は
東
国
大
名
在
府
の
期
間
で
あ
る
。

(
白
)
『
山
内
家
史
料
第
二
代
忠
義
公
紀
』
第
一
一
編
(
山
内
神
社
宝
物
資
料
館

一
九
八

O
年
)
一
正
和
九
年
正
月
十
三
日
条
に
、
次
の
よ
う
な
江
戸
幕
府
年
寄

連
署
奉
書
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

以
上

明
十
三
日
之
親
、
御
茶
可
給
之
旨
被
保
出
候
、
堀
尾
師
一
探
守
殿

-hbぃ

光

政

)

(

峰

須

賀

市

ν

英

)

(

典

通

)

(

宗

茂

)

新
太
郎
毅
・
松
平
伯
松
殿
・
稲
葉
彦
六
殿
・
立
花
飛
騨
守
殿
被
保
談
、

八
以
前
可
有
侮
登
城
、
恐
恐
謹
言
、

正
月
十
二
日

土
井
大
炊
助利

勝

酒
井
雅
楽
頭忠

世

(
山
内
忠
義
)

松
平
土
佐
守
殿

こ
の
奉
書
は
、
蜂
須
費
志
英
の
元
和
九
年
九
丹
十
自
の
阿
波
守
任
官
と
立

花
宗
茂
の
一
瓦
和
八
年
十
二
月
二
十
八
日
の
飛
騨
守
任
官
と
か
ら
元
和
九
年
の

も
の
で
あ
る
。

(
M
W
)

窓
島
県
一
九
一
四
年
。

(
訂
)
土
井
利
勝
は
、
寛
永
九
年
に
家
光
付
年
寄
と
な
る
ま
で
は
秀
忠
付
年
寄
で
あ

る
(
拙
著
『
江
戸
幕
府
老
中
部
形
成
過
程
の
研
究
』
第
二
章
参
照
)
。

(
ず
ん
和
七
年
七
月
)

(
銘
)
「
蜂
須
賀
家
文
書
」
八
九
二
1

四
回
。
『
東
武
実
録
』
に
は
「
詞
四

5
、
松
平

千
松
嬬
珍
三
十
巻
震
斗
一
籍
ヲ
献
ス
」
と
あ
る
。

(
印
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
。
な
お
、
上
杉
家
文
書
は
『
大
吾
本
吉
文
書

上
杉
家
文
書
』
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
同

書
に
は
こ
の
二
点
の
み
が
技
録
さ
れ
て
い
る
。

四
四

(
お
)
『
上
杉
家
文
書
』
で
も
一
克
和
六
年
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
九
)
柳
川
古
文
書
館
蔵
。

(
花
)
「
立
花
文
書
」
二

O
三
。
番
号
は
梅
川
文
書
館
の
史
料
番
号
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
御
内
書
は
『
福
開
票
史
』
近
世
史
料
編
排
別
藩
初
顛
(
上
)
に
収
録
さ

れ
て
い
る
が
、
奉
者
の
「
酒
井
繍
後
守
」
を
「
酒
井
舗
前
守
」
と
読
み
、
か

つ
人
物
比
定
を
「
酒
井
忠
朝
カ
」
と
し
て
い
る
が
、
忠
朝
の
父
酒
井
忠
利
の

誤
り
で
あ
る
c

(
お
)
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
二

i
三
七

O
頁
の
宗
茂
の
項
に
「
(
元
和
)
八
年
十
二

月
二
十
七
日
仰
に
よ
り
て
飛
騨
守
に
あ
た
ら
む
」
と
あ
る
。

(
九
)
「
立
花
文
書
」
一
八
九
。
『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
三
七
i
五
四
頁
。
な
お
、

読
み
は
原
本
に
よ
っ
た
。

(
お
)
「
富
士
谷
家
文
書
」
(
『
大
ヨ
本
史
料
』
一
一
一
編
四
人
l
五
三
二
頁
)
。

(
苅
)
『
細
川
家
史
料
』
九
i

一
一
五
号
。

(
打
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
。
「
島
津
家
文
書
」
は
、
『
大

E
本
古
文
書

・
島
津
家
文
書
』
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
)
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
そ

こ
に
は
六
五
点
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
五
点
が
洩
れ
て
い
る
。
な
お
本
稿

で
取
上
げ
る
家
光
御
内
書
は
す
べ
て
絞
録
さ
れ
て
い
る
。

(
花
)
『
縄
問
家
史
料
』
八
1

一一一一号。

(
乃
)
「
後
編
薩
藩
回
記
」
七
五
自

(
部
)
「
後
編
薩
藩
泊
記
」
七
六
c

(
む
)
『
大
E
本
史
料
』
一
二
編
三
九
!
八
一
頁
。
向
日
条
。

(
泣
)
「
後
編
薩
藩
侶
記
」
七
六
。

(
お
)
な
お
、
こ
の
御
内
書
は
、
『
島
津
家
文
書
』
二

l
八
八
七
号
で
も
元
和
八
年
と

比
定
さ
れ
て
い
る
。

(
担
)
今
村
嘉
雄
『
改
訂
史
料
柳
生
新
陸
流
』
(
新
人
物
往
来
社
一
九
九
五
年
)
。

(
邸
)
両
者
と
も
『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
三
七
i
二
四
三
頁
に
写
真
と
と
も
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
。



(
部
)
「
紀
静
和
歌
山
山
徳
川
家
譜
」
同
年
条
に
「
二
月
靖
国
」
と
あ
る
(
『
大
日
本
史
料
』

一
二
編
三
七
ー
一
八
八
一
員
)
。

(

笹

川

義

官

)

(

徳

川

(
訂
)
「
忠
利
呂
記
」
一
冗
和
九
年
六
月
一
八

5
条
に
「
な
こ
や
中
執
ニ
一
己
様
・
紀
州
中
執

言
様
へ
御
見
理
甲
候
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
六
丹
十
八

E
以
前
に
上
洛
し
て
い

るむ

(
部
)
十
一
月
十
一
日
伊
勢
貞
昌
宛
島
津
久
一
瓦
書
状
(
「
後
編
護
藩
旧
記
」
七
六
)
。

(
部
)
「
蜂
須
賀
家
文
書
」
八
九
三
l

六
六
。

(
m
w
)

『
島
津
家
文
書
』
一
了
九

O
五
号
。

(
白
)
『
後
一
編
寵
蓮
田
記
雑
録
』
七
六
。

(
幻
)
「
蜂
須
賀
家
文
書
」
八
九
三
j

五
二
。
な
お
高
犠
前
掲
論
文
の
表
で
は
「
五
月

一
日
」
付
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
五
月
二
日
」
付
で
あ
る
。

(
幻
)
『
毛
利
家
文
書
』
三
i

一一

O
四
号
。
『
毛
利
家
文
書
』
で
誌
年
代
推
定
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。

(
弘
)
こ
の
御
内
書
は
、
『
福
岡
県
史
』
近
世
史
料
編
柳
川
藩
初
期
(
上
)
に
四
八

O

号
文
書
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
年
代
推
定
は
な
く
、
ま
た
奉
者
の
「
酒

井
犠
後
守
」
を
酒
井
忠
輯
と
し
て
い
る
が
、
忠
朝
で
は
な
く
溝
井
忠
利
の
誤

り
で
あ
る
。

(
部
)
「
松
平
千
代
子
氏
所
議
文
書
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
訴
影
写
本
)
。

(
%
)
『
毛
利
家
文
書
』
三
l

一
O
七
九
号
。
『
毛
利
家
文
書
』
で
は
年
代
推
定
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。

(
釘
)
『
毛
利
家
文
書
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

(
銘
)
「
蜂
須
賀
家
文
書
」
八
九
三
i

一
O
九。

(ω)
『
島
達
家
文
章
一
呂
』
二
1
・
九
一
一
号

9

『
島
産
家
文
書
』
で
は
年
代
推
定
誌
な
さ

れ
て
い
な
い
。

(
鴎
)
神
戸
大
学
文
学
部
蔵
。
『
中
川
家
文
書
』
(
神
戸
大
学
文
学
部
日
本
史
研
究
室

編
臨
問
書
底
一
九
八
七
年
)
一
回
八
号
で
は
元
和
八
年
以
前
と
推
定
し

て
い
る
。

(
迎
)
元
和
九
年
七
丹
以
蜂
奉
者
が
酒
井
忠
世
で
あ
る
桑
津
家
久
宛
の
家
光
の
御
内

書
書
止
文
言
は
す
べ
て
「
謹
一
言
」
で
あ
る
。

(
四
)
「
蜂
須
賀
家
文
書
」
八
九
三
l

一
O
六。

(
邸
)
「
東
福
寺
文
書
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
写
真
帳
)
。

(
胤
)
『
島
津
家
文
書
』
二

i
九

O
七
号
で
は
、
「
コ
ノ
文
書
、
一
瓦
和
六
年
若
シ
ク
ハ

元
和
七
年
ノ
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
」
と
し
て
い
る
。

(
部
)
こ
の
御
内
書
法
、
『
福
詞
県
史
』
近
世
史
料
一
編
椀
刑
蕃
初
期
(
上
)
に
酉
八
二

号
文
書
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
年
代
推
定
法
会
く
、
ま
た
奉
者
の
「
語

井
儀
後
守
」
を
「
語
井
備
前
{
寸
」
と
読
ん
で
い
る
。

(
邸
)
「
揺
葉
文
書
L

(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
)
。

(
邸
)
「
蜂
須
賀
家
文
書
」
八
九
三
i
六
八
。

(
踊
)
「
蜂
須
賀
家
文
書
」
八
九
三
i
六
九
。

(
瑚
)
『
毛
利
家
文
書
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

(
別
)
『
毛
利
家
文
書
』
三
l

一
O
七
七
号
。
『
毛
利
家
文
書
』
で
は
年
代
推
定
誌
な

さ
れ
て
い
な
い
。

(
山
)
『
上
杉
家
文
書
』
三
;
一

O
九
八
号
。
『
上
杉
家
文
書
』
で
は
年
代
推
定
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。

(
辺
)
「
稲
葉
文
書
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
)
。

(
出
)
『
毛
科
家
文
書
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

(
出
)
『
毛
利
家
文
書
』
三
i

一一

O
六
号
。
『
毛
利
家
文
書
』
で
は
年
代
誰
定
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。

(
出
)
『
中
川
家
文
書
』
一
四
七
号
で
は
元
和
八
年
以
前
と
推
定
し
て
い
る
。

(
出
)
「
本
法
寺
文
書
」
(
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
)
。

(
出
)
「
元
和
年
録
」
元
和
八
年
十
一
月
十
百
条
に
「
新
御
域
御
普
請
出
来
、
西
丸
よ

(

徳

川

川

秀

忠

)

(

徳

川

家

光

)

り
公
方
様
御
移
徒
、
大
納
言
様
西
丸
へ
得
移
」
と
あ
る
。

(
出
)
こ
の
御
内
書
の
年
代
を
『
島
津
家
文
書
』
(
二
i
九
O
九
号
)
は
一
疋
和
七
年
、

『
後
編
薩
藩
旧
記
雑
録
』
は
寛
永
十
年
の
も
の
と
し
て
い
る
。

西
五



(
国
)
一
冗
和
七
年
二
月
五
百
付
伊
勢
貞
昌
等
書
状
に
「
昨
日
一
世
日
本
多
L
駅
事
殿
・

(
利
勝
)

土
井
大
炊
防
殿
為
御
使
被
成
御
出
、
御
鞍
御
給
侯
」
(
「
後
編
薩
藩
旧
記
」
七
六
)

と
あ
る
。

(
邸
)
元
和
七
年
四
月
六
日
付
中
域
王
子
宛
島
津
家
久
書
状
に
寸
近
日
従
江
戸
致
婦

国
令
披
見
張
」
(
「
後
編
薩
藩
出
記
」
七
六
)
と
あ
丹
、
四
月
中
に
は
帰
罰
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
阻
)
「
大
坂
青
山
短
期
大
学
所
蔵
文
書
」
。

(
殴
)
本
槙
で
「
宗
対
制
御
尋
ニ
テ
金
構
廿
巻
御
持
参
」
と
読
ん
だ
と
こ
ろ
を
、
『
大

日
本
史
料
』
(
一
二
編
三
七
i
一
二
五
頁
)
で
は
「
宗
対
馬
御
宿
マ
テ
金
欄
廿

巻
御
持
参
」
と
読
ん
で
い
る
む

(
問
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
影
写
本
。

(
凶
)
前
向
。

四
六

(
国
)
『
大
日
本
史
料
』
一
二
編
三
七
i
二
回
三
頁
。

(
邸
)
『
梼
生
の
研
究
』
(
非
売
品
一
九
二
六
年
)

G

(
悶
)
『
新
訂
櫛
生
新
詮
流
』
下
巻
三
四
三
頁
。

(
部
)
「
池
田
家
文
書
」
(
関
山
大
学
部
部
語
圏
書
館
議
)
。

(
盟
)
東
京
大
学
史
科
編
纂
所
写
真
帳
。

(
期
)
前
向
。

(
出
)
『
毛
利
家
文
書
』
三
i

一
O
七
回
号

G

『
毛
利
家
文
書
』
で
は
年
代
推
定
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。

(
印
)
「
蜂
須
賀
家
文
書
」
八
九
三
上
二
七
。

際
記
本
稿
は
平
成
九
・
一

0
・
一
一
年
度
文
部
省
私
学
研
究
費
基
盤
研
究
C

2
「徳

川
秀
忠
・
徳
川
家
光
関
係
文
書
一
の
基
礎
的
研
究
」
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


